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△開  会 

○委員長（佃 昌樹）ただいまから、さきの

２７日の委員会に引き続き企画経済委員会を開会

します。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により、商工振興課から審査を進めたいと

思いますが、御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）御異議ありませんので、

そのように審査を進めます。 

 傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ、傍聴の申し出はありませんが、

会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長

において随時許可をします。 

────────────── 

   △議案第１１９号 決算の認定について

（平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算） 

○委員長（佃 昌樹）ここで、議案第１１９号

決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市一

般会計歳入歳出決算）を議題とします。 

────────────── 

△商工振興課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、商工観光部商工振

興課の審査に入ります。 

 ここで、部長から発言を求められていますので、

これを許可します。 

○商工観光部長（末永隆光）おはようございま

す。 

 本日は商工観光部の決算審査となっております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 商工振興課の審査に入ります前に、今月１０日

の議員全員協議会におきまして市長から報告がご

ざいました旅費の不正受支給につきましては、商

工観光部が所管いたします７款商工費で発生した

案件であります。 

 決算審査に際し、被処分職員の識別、特定を避

けるため、本件につきましては、部内各課の御審

査をいただく前に、私のほうで一括して、これよ

り補足説明をさせていただきます。 

 御理解を賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、監査委員意見書の４４ページをお開

きください。 

 右上のほうに決算資料の２と書いてあります。

（後刻発言訂正あり、本ページ参照） 

○委員長（佃 昌樹）監査が出してる資料の

４４ページです。 

○商工観光部長（末永隆光）すいません、書い

てありませんでした。決算資料２とは書いてござ

いません、すいません。（本ページの発言の訂

正） 

 後段部分に太字で記載されておりますのが、旅

費の不正受支給にかかわる監査委員の御指摘、御

意見であります。 

 平成２３年６月から平成２５年２月までの間、

商工観光部におきまして、本人及び同行職員等の

出張旅費について、ホテルパック等を利用しなが

ら、往復割引運賃相当額による領収書を発行させ

るなどして、差額約１６９万３４５円を不正に受

け取っていたものであります。 

 このうち、平成２４年度の３５件、１１９万

４，５７５円につきまして、監査委員の意見書の

ところにありますように、出納整理期間中に戻入

処理を行ったものであります。 

 ここで、決算書の１８２ページをお開きくださ

い。決算書の一番厚いやつです。 

 ７款１項２目商工振興費、９節の不用額、これ

は旅費でございますが、１６１万９，９８５円の

内数となっております。先ほど言いました

１１９万４，５７５円につきまして、この戻入し

た金額については、不用額１６１万９，９８５円

の内数であります。 

 な お 、 ２ ３ 年 度 分 、 １ ８ 件 、 ４ ９ 万

５，７７０円につきましては、ことし７月、雑入

として受け入れており、９月２日に納入された延

滞利息金８万６，８９６円も含め全額返済済みで

あります。 

 現場を取り仕切る担当部長として、このような

事態が発生し、市民を初め議員の皆様の信用を失

う結果となりましたことは、管理監督者として大

きな責任を感じているところであり、深くおわび

を申し上げます。 

 このような事態を事前に察知し、未然に防止で

きなかったことについて深く反省するとともに、

このような事態が二度と起きないよう、旅費の適

正な執行、再発防止の徹底に努めてまいります。 

 特に、ホテルパック利用の徹底につきましては、

副市長通知に基づき、今年度から、ホテルパック

利用ができない場合は、事前に、出張用務、目的、
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理由を明記し、主管部長、総務課長、総務部長、

副市長の決裁を得ることとしております。 

 また、部内においては、既に、課長が、出張の

目的、時期、場所、行程、旅費明細について事前

確認、行程と復命書のチェックを実施しておりま

すが、今月１９日付、総務課長通知に基づき、

１０月１日以降の航空機等利用による出張におい

ては、領収書の宛名は、所属、氏名及びホテルパ

ック等の運賃区分を記載するほか、搭乗券の添付

を義務づけることなど徹底してまいります。 

 さらに、管理職を対象とし、今月１９日に開催

されました、顧問弁護士によりますコンプライア

ンス研修を受講いたしました。 

 法令を初めとする社会的ルールを遵守すること

の重要性を改めて痛感したところであります。 

 今後、このようなことが二度と起きないよう、

今月１０日付、職員の綱紀粛正についての市長通

知に基づき、みずからの行動を律し、市民本位の

行政の推進に全力を尽くし、服務の根幹でありま

す全体の奉仕者としての使命を果たすとともに、

公共の利益のため、職務に専念し、適切な事務処

理、予算執行を行うことはもちろん、規律正しい

職場環境の創出に努め、再発防止に全力を傾注し、

市民、議員の皆様の信頼回復に努めてまいります。 

 このたびの件で御迷惑をおかけし、大変申しわ

けございませんでした。 

 どうもすいませんでした。 

○委員長（佃 昌樹）今、末永部長から、具体

的なケースの処理の仕方を含めて謝罪をいただき

ました。 

 当委員会としては、罪は憎んでも人は憎まずと

いう立場で通したいと思います。 

 特段、御質問もあろうかと思いますが、尋ねた

いことありますか。 

 では、協議会とします。 

～～～～～～～～～～     

午前１０時 ９分休憩     

～～～～～～～～～～     

午前１０時２１分開議     

～～～～～～～～～～     

○委員長（佃 昌樹）本会議に戻します。 

 次に、決算の概要については、部長のほうから

説明を求めたいと思います。 

 まず、商工振興課の決算の概要をお願いいたし

ます。 

○商工観光部長（末永隆光）それでは、決算附

属書の１０９ページをごらんください。 

 商工振興課に係ります主要施策の成果について、

その概要を御説明申し上げます。 

 まず、２、商業の振興では、（２）及び（３）

のとおり、商工会議所及び商工会に対し、各種補

助金を交付いたしましたほか、中小企業の経営安

定等のため、利子補助等の補助金を交付いたして

おります。 

 １１０ページの（８）におきまして、川内原発

長期運転停止の影響を受けております県料飲業生

活衛生同業者組合薩摩支部など、５団体が提案・

実施したプレミアム商品券発行事業に対し、プレ

ミ ア ム 分 と 事 務 費 の 一 部 を 補 助 し 、 総 額

９，９００万円の販売を行い、経済活動の活性化

を図りました。 

 １１１ページの（１０）におきまして、買い物

不便地域の支援のあり方を検証するため、自治会

内に商店がなく、日常の買い物に支障を来してい

る２２自治会を対象として、移動販売モデル事業

を実施する事業者に対し、移動販売車購入の初期

投資費用の一部３００万円を補助いたしました。 

 次に、３、中心市街地の活性化では、（２）の

とおり、株式会社まちづくり薩摩川内が実施する

テナントミックス事業に補助金を交付したほか、

１１２ページの（４）において、株式会社まちづ

くり薩摩川内の自主事業として、ＦＭさつません

だいが、ことし３月、開局されました。身近な情

報や防災など、地域密着型の情報源として好評を

得ているところであります。 

 次に、４、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業

では、後期高齢者医療保険料徴収特別対策事業な

ど、３０人の雇用を確保しながら、活性化に必要

な事業を実施いたしました。 

 次に、５、労働福祉行政では、（１）のとおり、

ＦＩＭの工場閉鎖に伴い、離職者支援のため、総

合相談窓口を開設したほか、特別労働相談会を開

催したところであります。 

 次に、１１３ページの６、鉄道事業では､（２）

のとおり、肥薩おれんじ鉄道利用促進協議会にお

いて、草道駅にキンカンを植栽する、おれんじ雰

囲気づくり事業が実施されるなど、おれんじ鉄道

の利用促進のための各種事業が実施されたところ

であります。 

 次に、７、運輸では、（１）のとおり各地域ご
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とにコミュニティバスを運行したほか、７ページ

の（２）では、甑島地域において昨年４月から市

営バスを廃止、民営化してコミュニティバスの運

行を開始しております。 

 また、（３）では東郷地域において、利用者の

利便性の向上と効率的な運行を図るため、ことし

１月よりデマンド交通の導入を開始したところで

あります。 

 商工振興課関係では、原発の長期運転停止やＦ

ＩＭの閉鎖など、雇用不安が広がる中、ＦＭさつ

ませんだいの開局など好材料もありましたが、今

後、中小企業対策や起業支援など、雇用創出拡大

のための施策の展開が急務であると考えておりま

す。 

 以上、概要説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま

す。 

 詳細につきましては、この後、課長が説明をい

たします。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、商工振興課分について、当局の説明

を求めます。 

○商工振興課長（宮里敏郎）それでは、商工振

興課に係る決算の状況について御説明いたします。 

 まず、歳出について御説明いたしますので、平

成２４年度薩摩川内市各会計歳入歳出決算書の

１６３ページをお開きください。 

 ５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費のう

ち 、 本 課 分 の 支 出 済 額 は ２ ， ０ ４ ６ 万

３，２６７円でございます。 

 備考欄で御説明いたします。 

 事項、労働者福祉対策費の商工振興課分の支出

済額は、３７万６，３８０円でございます。 

 主な支出は、就職サポートセンターの開設に伴

います講師謝金３６万円及び鹿児島県勤労青少年

ホーム連絡協議会負担金１万円でございます。 

 なお、就職サポートセンターにつきましては、

２４年度末をもってその事業を終了いたしました 

 事項、勤労者福祉施設管理費の支出済額は

２，００８万６，８８７円で、主な支出は、勤労

青少年ホーム指定管理業務委託、東郷共同福祉施

設指定管理業務委託等５件の委託料及び勤労青少

年ホームに設置いたしましたＡＥＤ１台の備品購

入費でございます。 

 次に、１７９ページをお開きください。 

 ７款１項１目の商工総務費で、本課分の支出済

額は３億６９８万１，１０３円でございます。 

 備考欄で説明いたします。 

 事項、商工総務費で主な支出は、平成２３年度

末をもって廃止いたしました甑島地域自動車運送

事業の平成２４年３月分に係る運転嘱託員の報酬、

それと、商工観光部職員計３８人分の職員給与費

でございます。 

 次の事項、在来線鉄道対策事業費の主な支出は、

鹿児島県鉄道整備促進協議会の負担金でございま

す。 

 次の事項、並行在来線鉄道対策事業費の主な支

出は、肥薩おれんじ鉄道利用促進協議会負担金で

ございますが、この負担金には、ことし３月から

運行開始いたしました観光列車、おれんじ食堂の

車両改造費に係る負担金３４万８，０００円が含

まれております。 

 負担金補助及び交付金で繰越明許費１６６万

５，０００円がございますけれども、これにつき

ましては、肥薩おれんじ鉄道施設緊急安全対策事

業といたしまして、老朽化いたしました熊本県側

にあります三つのトンネルの修繕を実施するため

の負担金でございます。国の補正に伴う事業であ

りまして、事業実施が今年度に、平成２５年にな

ったために繰り越しとなったものでございます。 

 次に、同じく１７９ページ、２目商工振興費で

ございます。 

 商工振興費課分の支出済額は３億３，９４１万

３５１円でございます。 

 備考欄で説明いたしますので、１８１ページを

お開きください。 

 事項、商工振興費の本課分の決算額は１億

３，７３７万２，２３０円でございます。 

 主な内容は、鹿児島県中小企業団体中央会負担

金のほか、商工会議所等指導事業補助金ほか

１１件につきましては、川内商工会議所及び薩摩

川 内 市 商 工 会 へ の 指 導 事 業 補 助 金 、 合 計

２，２００万円。中心市街地商店街アーケード施

設維持に係る補助金といたしまして１９万

７，０００円。中小企業対策利子補助といたしま

して１，１１５件分の８，３１７万９，１００円。

中小企業元気づくり補助金といたしまして２３件

分、３５４万７，５００円。緊急保証制度保証料

補助といたしまして２４件分、３０５万円。商業

者支援事業、これは空き店舗改装費補助でござい
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ますが、３件分、１５０万円。新規創業者のため

の利子補助、保証料補助を行う創業・チャレンジ

支援補助といたしまして、２２件分の２９０万

２，１００円。農商工連携を推進するための農商

工連携チャレンジ起業支援補助金といたしまして、

１件分の３０万円。川内原発１・２号機停止に伴

う緊急経済対策として実施しました提案公募型プ

レミアム事業補助といたしまして、５団体分、

１，２０６万７，８９２円。ゴールド集落等を対

象にした買い物不便地域支援モデル事業補助金と

いたしまして３００万円。農商工連携支援補助金

といたしまして、薩摩川内市商工会が取り組んだ

海幸・山幸事業等に対する補助金といたしまして

３６３万４，９００円。提案公募型補助事業とい

たしまして、料飲業生活衛生同業組合薩摩支部が

取り組んだ中心市街地活性化のための飲食店マッ

プ作成等に対する補助金９４万８，０００円でご

ざいます。 

 また、ＦＩＭ、富士通インテグレーテッドマイ

クロテクノロジ株式会社の事業譲渡に伴う特別労

働相談会を実施いたしまして、その講師－これ

は社会保険労務士ですけれども、に対する謝金と

して２７万３，０００円を支出しております。 

 次に、事項、コミュニティバス等運行対策費で

ございます。 

 主な支出は、まずコミュニティバス運行業務委

託費でございます。 

 川内地域で運行しておりますくるくるバスの西

回り、東回りコース、南部循環線、高江・土川線、

串木野新港線、北部循環線のほか、樋脇地域で実

施しておりますゆうゆうバス、東郷地域で運行し

ているゆったりバス、祁答院地域で運行している

祁答院バス、入来地域で運行しているデマンド交

通きんかん号、それと、中心市街地と本土各支所

を結んで運行している市内横断シャトルバス、ま

た、平成２４年度から運行開始しました甑島地域

コミュニティバス及びボンネットバスを活用して、

市内の定期観光バスを行っている定期観光バス運

行業務の合計１４件分の委託料１億６，８３９万

２，７４９円でございます。 

 なお、平成２４年４月から甑島地域コミュニテ

ィバスを運行開始しておりますが、利用者数は対

前年比１６１％となっております。また、東郷地

域では、平成２５年１月から、これまでのコミュ

ニティバスからデマンド交通へ運行形態を変更し

たところでございます。 

 工事請負費におきまして、甑島地域コミュニテ

ィバスの利用者の利便性向上のために、下甑手打

トンネル入口と内川内の２カ所に、特定離島ふる

さとおこし推進事業を活用し、バス待合所を設置

い た し ま し た 。 こ の 工 事 費 は ５ ３ ３ 万

４，０００円となっております。 

 また、薩摩川内市地域公共交通活性化協議会に

対しまして、川内駅西口バス待合所管理等に対す

る負担金。そのほか、平佐東地区でモデル事業と

して実施しております地区コミ・デマンド交通事

業補助金ほか１件の補助金と、県地域公共交通特

別対策事業補助金返納金といたしまして１９６万

６，６１８円を支出したものが主なものでござい

ます。 

 なお、この補助金の返納につきましては、甑島

市営バスにおきまして、上甑事業所管内の運行路

線の営業距離を道路改良に伴い短縮して申請すべ

きところを、従前の距離のままで申請したことに

伴う返納で、返納の対象になった年度は平成

２０から平成２３年度分でございました。 

 次に、事項、中心市街地活性化事業費について

です。 

 主な支出は、株式会社まちづくり薩摩川内に委

託しましたまちあいサロン運営業務委託、街なか

情報発信等業務委託、きやんせふるさと館管理委

託業務、シルバー人材センターに委託して実施し

ました市街地歩行量調査業務委託、中心市街地花

い っ ぱ い 運 動 委 託 の 、 計 １ ， ０ ４ ８ 万

６，０５５円でございます。 

 工事請負費で、きやんせふるさと館空調設備の

法定使用時間を超えたことによる取りかえ工事を

行いました。また、株式会社まちづくり薩摩川内

に対して、中心市街地テナントミックス支援事業

補助金を支出しております。 

 ２目商工振興費におけます、１節５０万円以上

の不用額につきまして、まず、１１節の需用費で、

本課分の不用額は６０万７，５４０円でございま

した。これは、きやんせふるさと館の光熱水費及

び修繕料の執行残によるものでございます。 

 次に、１３節の委託料で、商工振興課分の不用

額が２，９８３万７，１９６円ございます。これ

は、コミュニティバス等運営業務委託料の残が主

なものでございます。 

 その理由につきましては、コミュニティバスの
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運行につきましては、国の地域公共交通確保維持

改善事業により対象となる三つの路線の運行事業

者 に 対 し て 、 国 の ほ う か ら 直 接 、 補 助 金

２，７８０万６，５００円が交付されました。そ

の結果、その同額が市のほうへ事業者からされた

ことにより不用額が生じたことが主な理由でござ

います。 

 次に、１９節の負担金補助及び交付金で、商工

振 興 課 分 に 関 す る 不 用 額 が ４ ， ７ ８ ６ 万

２，６３４円となっております。これは、中小企

業対策利子補助金につきまして、各事業所の資金

借入金額が当初の予想より少なかったことによる

執行残といたしまして３，７６２万６，９００円

が、また、農商工連携チャレンジ起業支援事業補

助金につきまして、施設増設等に対する補助申請

が少なかったことによる執行残として２６０万円、

緊急保証料補助金に伴います対象借入金額が少な

かったことによる執行残といたしまして２９５万

円、それから、提案公募型プレミアム事業補助金

の執行残として２９３万２，１０８円が出たこと

が主な理由でございます。 

 次に、歳入について御説明いたします 

 同じく２５ページをお開きください。 

 １４款１項５目商工使用料の１節商工使用料で

ございます。 

 商 工 振 興 課 分 の 収 入 済 額 は ９ ７ ７ 万

２，６２０円でございます。この内容は、きやん

せふるさと館の使用料、勤労青少年ホーム、東郷

共同福祉施設、入来勤労者技術研修館の使用料及

び各施設に係る行政財産の使用料でございます。 

 次に、４３ページをお開きください。 

 １５款２項５目商工費補助金、１節商工費補助

金で、収入未済額といたしまして４，６７５万円

があります。これにつきましては、川内港シャト

ルバス運行に伴う大型電気路線バス購入に係る国

からの低公害車普及促進対策費補助金でございま

すが、この事業を平成２５年度へ繰り越したこと

により収入未済となったものでございます。 

 次に、４９ページをお開きください。 

 １６款２項１目の商工費補助金、１節商工管理

費補助金の商工振興課分でございます。 

 地 方 公 共 交 通 特 別 対 策 交 付 金 ６ ６ ４ 万

６，０００円でございますけれども、これは、甑

島自動車運送事業の平成２３年度の運行実績に伴

う県からの補助金でございます。 

 次は、５７ページになります。 

 ５目商工費補助金、１節商工費補助金で、商工

振興課分は、特定離島ふるさとおこし推進事業の

補助金といたしまして４２６万７，０００円でご

ざいます。 

 これにつきましては、甑島地域コミュニティバ

ス運行に伴う、利便性の向上を図るために、下甑

地域の手打トンネル入口及び内川内にバス待合所

を新築した工事に伴う補助金でございます。 

 めくっていただいて、５９ページになります。 

 １０目の労働費補助金、１節労働諸費補助金で

ございます。 

 これは、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業に

つきまして、庁内の各課が取り組んだ八つの事業

に係る補助金３，８８０万３，８７０円を一括し

て商工振興課で受け入れたものでございます。な

お、この事業の補助率は１００％となっておりま

す。 

 次が、６３ページになります。 

 ３項県委託金、５目商工費委託金、１節商工費

委託金で、商工振興課分は、計量法に基づく商品

量目調査に関する権限移譲事務委託金３７万

６，０００円でございます。 

 次の、６５ページをお開きください。 

 １７款１項１目財産貸付収入、１節土地建物貸

付収入でございますが、商工振興課分は、ワーキ

ングプラザ祁答院における九電、ＮＴＴ電柱に係

る借地料９，０００円でございます。 

 次が、６７ページになります。 

 ２目利子及び配当金、１節利子及び配当金で、

商工振興課分は、株式会社まちづくり薩摩川内へ

の出資に伴う配当金収入１２万円でございます。 

 次が、８５ページになります。 

 ２１款５項４目雑入、１節雑入で、商工振興課

分 の 収 入 済 額 は 、 合 計 で ５ ， ３ ２ ５ 万

２，７７６円でございました。 

 内容につきましては、平成２３年度廃止いたし

ました甑島市営バスの自動車運送事業会計の剰余

金といたしまして４，９７０万６，８１７円を、

きやんせふるさと館ほか２施設に係る電気料等の

実費徴収金でございます。 

 次に、４２４ページ、財産に関する調書でござ

います。 

 財産に関する調書について御説明いたします。 

 商工振興課分は、甑島市営バスの廃止に伴い、
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自動車運送事業会計を廃止して、一般会計へ引き

継ぎを行ったことにより、普通財産の土地及び建

物に対しまして増がございます。 

 まず、土地につきましては、決算年度中の増、

４万７，２０５．７５平方メートルのうち、商工

振興課分は、上甑バス事業所、下甑バス事業所な

ど７件分、計１，７７７．９８平方メートルの増

でございます。 

 次の、建物につきまして、非木造の決算年度中

の増、７，３７２．６３平方メートルのうち、商

工振興課分は、上甑バス事業所車庫、下甑バス事

業所車庫、長浜バス待合所、青瀬バス待合所など

１８件分、５３９．７７平方メートルが増となっ

ております。 

 次、めくっていただきまして、４２６ページに

なります。 

 有価証券につきましてですが、肥薩おれんじ鉄

道株式会社の株券５，０８０万円と、株式会社ま

ちづくり薩摩川内の３００万円の金額については、

これは前年度と変動はございません。 

 次の、４２７ページに、県信用保証協会の出捐

金がございますけれども、これにつきましても年

度中の増減はございませんでした。 

 めくっていただいて、４２９ページになります。 

 重要物品の現在高調べでございますけれども、

この中で、商工振興課分が、車両類の増３３台の

うち、１２台が商工振興課分になります。 

 これは、甑島市営バスの廃止に伴い、車両を自

動車運送事業会計から一般会計への引き継いだも

のでございます。なお、この車両は全て甑島地域

コミュニティバス運行事業者を委託しております

南国交通株式会社へ無償貸し付けをしているとこ

ろでございます。 

 以上で、概要の説明を終わります。 

 御審査のほどよろしくお願いいたします。 

 なお、質疑に対する数値的な答弁につきまして

は、課長代理、グループ長を含めて回答させてい

ただきますので、御了解いただきますようお願い

申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。か

なり広いです。 

○委員（川畑善照）配当をまちづくり薩摩川内

会社から受けてますよね。出資をして、市の補助

金を入れ込んで、それで配当金を受けている。会

社組織にするとそうなるかもしれませんけれども。

やはりこのまちづくり自体が、以前のＴＭＯなん

かとして、現実にまちづくりの範囲が広がって、

全体的になっているかもしれませんけれども。い

ずれにしても、中心市街地の活性化という面では、

空き店舗の問題、これが以前から、２２～２３年

からでも結構ですけれども、空き店舗の数の動き、

そして、それに対する対策、まちづくり薩摩川内

がどういう取り組みをされてきたのか。例えば、

空き店舗の主を集めていろいろ協議し、あるいは

それを、例えば、会社が借り上げて、また一般的

に貸す方策とか、そういうのもされてきたのか。 

 それと、もう１点は、まちづくり薩摩川内が駐

車場経営と、ＦＭはこの時点ではないわけですけ

れども、きやんせふるさと館の経営と、そして、

ＦＭ放送の経営と、それぞれ収入、支出を計算し

て、そして、どこが黒字で、どこが赤字なのか。

そういうのやら、役員として市の部課長も入って

らっしゃると思いますので、そういうことを調べ

たり、あるいは追求されたことがあるのか。 

 さらには、例えば、きやんせふるさと館じゃな

くて、まちの中のにぎわい館を閉鎖し、たのしー

るというカードシステムというか、カードじゃな

くて、スタンプシステムがなくなり、そういう後

の対策、そういうのを、商店街を集めて、代表で

も集めて経過を調べられたことがあるのか、そう

いうことをちょっと教えてください。 

○商工振興課長（宮里敏郎）幾つかございまし

たけれども、まず、配当金につきましては、以前、

委員会でも御質問があったとおり、この配当につ

きましては、株式会社まちづくり薩摩川内が発足

以来、初めて配当をするというのを株主総会の決

議を得られて配当されました。その配当金を受け

入れたものでございます。今回が初めての分でご

ざいました。 

 それと、２点目の空き店舗対策で、まちづくり

薩摩川内がどういう動きをやっているかというこ

とでございますけれども、これにつきましては、

特に、平成２４年度までは、空き店舗の改装費補

助等をやっておりましたけれども、それでは家賃

の高どまりだけで、思うような結果が得られなか

ったということで、新たに、平成２４年度からテ

ナントミックス事業補助金という形で補助事業を

創出しまして、補助金の交付をしております。 

 その中で、先ほど、川畑委員が言われたとおり、



－8－ 

まちづくり薩摩川内のほうが不動産業者等と交渉

いたしまして、空き店舗を定期借家で借りること

によって少しでも安価に抑え、そうすることによ

って、新たな業種、あるいは若い人たちに少しで

も空き店舗を使っての出店ができやすいようにと

いうことで、昨年からその事業に取り組んでもら

っております。 

 昨年度は２件、その事業を使って店舗に進出し

ていただきました。今年度も、今、１件して、今、

２件、審査中でございます。 

 そういう意味で、若干ではございますけれども、

空き店舗の解消については、それぞれ努力をして

いただいているというふうに考えております。 

 なお、株式会社まちづくり薩摩川内とは、随時、

月１回をめどにそれぞれ事務打合せ会をしており

まして、今言いました空き店舗のこの対策事業に

ついても、それぞれ意見交換を部長を含めさせて

いただいているところでございます。 

 なお、空き店舗の全体の立地といたしましては、

これは、川内商工会議所が調べている率でござい

ますけれども、これは、市内の各通り会を形成し

ているところだけでございますけれども、平成

２３年度が、空き店舗率が１４．１％、２４年度

が１３．８％というふうな数字を我々のほうでは

把握をしているところでございます。 

 さらに、にぎわい館の話がありましたけれども、

このにぎわい館につきましては、当初、空き店舗

を解消しようということで、市がまちづくり薩摩

川内に委託料を払って、そちらで直接運営をして

おりましたけれども、この事業につきまして、

１店舗にかけるよりは複数店舗にやはりその経費

をかけたほうがいいということで、このにぎわい

館については見直しを行いまして、テナントミッ

クス事業にシフトしたという経緯がございますの

で、このテナントミックス事業で空き店舗対策事

業を今後もさらに詰めていきたいというふうに考

えております。 

 最後、たのしーる会のお話がございました。 

 このたのしーる会も閉鎖を検討されている最中

から、まちづくり薩摩川内にもいろいろ御相談が

あったというのも我々は承知しております。 

 ただ、たのしーる会をさらに発展させようとい

うことで、自動のカード読み取り機の普及につい

ても、商店街を含めて検討していただきましたが、

やはり初期投資に費用がかかるということで、ま

ずそれを断念され、結果といたしまして、たの

しーるについても、今まだ資金があるうちに閉鎖

をしたいということでございましたので、まちづ

くり薩摩川内がお手伝いしながら、その閉鎖をし

たというふうに伺っているところでございます。 

 以上です。 

○委員（川畑善照）わずかながら、１４．１％

から１３．８％と、空き店舗率が下がっているの

はわかるんですけれども、やはり軒並み、国道

３号を見たらおわかりのとおりだと思います。も

ちろん、先ほど言いましたにぎわい館も含めてで

すが。 

 そういうことで、この件につきましては、やは

りテナントミックス事業も進めながら、例えば、

テレビでよく出ます未来塾ですかね、あれは。西

郷という女性の方が、丸亀商店街やらあちこちを

された方がいらっしゃいますが、そういう方など

を呼んできたりして、そして、知恵をもらうとい

うやり方、完全にそういうディベロッパー的な会

社がなって進めていらっしゃるようでした、見た

感じでは。 

 だから、そういうことも、やはり先進例を見な

がら進めるようにやっていただきたいなと思いま

す。 

 それと、もう１点は、きやんせふるさと館の

１市外業者が、地元の業者より１割安いテナント

料ということを聞いております。それは、当時、

もう１０年近くも前ですか、人件費を払うからだ

と、こう聞きましたが、やはり会社自体が市の補

助金を入れ込みながら、やはり経営はもちろん自

立しなきゃなりません。だから、独立採算に持っ

ていくほうがいいというのは、先ほども、前も言

っておりますけれども、その中で、売り上げが、

その店舗も含めてですが、市内の２割から２割

５分のところとの比較、売り上げの比較をしなが

ら、もし、利益率がそれだけ１割、その企業にと

ってアップするわけですので、それが利益を上げ

た場合に、逆に返還リベートでも返ってくるよう

なふうよりは、土俵を一つにして、人件費もその

会社で見るやり方をされたほうがいいんじゃない

かと、私は、監査をされる立場の市の立場として

提言をしておきたいと思います。 

 だから、売り上げとテナント料の計算をされた

ら出てきますがね、それぐらいのことは。 

 数年前、委員会で、どこの委員会だったか知ら
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んですけれども、出たことがあるんです。 

 それわかりますか。 

○商工振興課長（宮里敏郎）すいません、今言

われたのは、具体的に。 

○委員（川畑善照）きやんせふるさと館の１割

か１割５分と、２割と２割５分で、地元は２割か

ら２割５分なのに、市外業者が低いんです。する

と、売り上げのパーセントで計算すれば家賃が出

てきますがな。 

 その家賃計算を比較されたことがありますかと

いうことです。 

○商工振興グループ長（田中道治）今、川畑

委員がおっしゃられたのは販売手数料の御意見の

ことで、家賃ではないですよね。 

 販売手数料につきましては、当初、きやんせふ

るさと館が開設したときに、地元の産品を売り出

したいということで、薩摩川内市におきましては、

業者につきましては、加工品については２０％、

冷凍・冷蔵につきましては２５％、その他につき

ましては１５％ということになっています。 

 それから、周辺市町村、その他につきましては、

薩摩川内市のパーセントよりも５％上乗せをして

手数料を取っておりますので、薩摩川内市が納め

ている業者につきましては、手数料をほかの周辺

の業者さんよりも高く取っているということはご

ざいません。 

 以上でございます。 

○委員（川畑善照）実際のところ、１件か２件

かわかりませんけれども、低いんです。 

 よく調べてみてください。もしわかったら、そ

れをまたここでも、個人的にも報告ください。 

 それで、その売り上げと。そこは人件費をそち

らで払ってるからと言われるけれども、土俵を一

つにするためには、やはり一緒にするか、今言わ

れたとおり、市外だから５％上乗せするか、そう

するほうがいいんじゃないですか。そうしなけれ

ば市外を育てることになりますよ。 

 そこです。 

○商工振興課長（宮里敏郎）手数料の率につき

ましては、今ほど、グループ長が説明したとおり

ですけれども、中について、そういうことは、

我々、ちょっと把握できていませんので、きちん

と把握して、また報告させていただきたいと思い

ます。 

○委員（川畑善照）よろしくお願いします。 

○委員（谷津由尚）２点あります。 

 まず、今の件にちょっと関連するかもわかりま

せんが、まず、商工会議所に対して８００万円の

補助、それと、今言われました、株式会社まちづ

くり薩摩川内に７５８万８，０００円、合計しま

すと１，５５８万８，０００円を補助されている

わけですけれども、これを、総括的にその費用対

効果として見た場合にどのようなお考えをお持ち

かというのが１点目。 

 それと、２点目が、肥薩おれんじ鉄道に対する

ことなんですが、第三セクのその鉄道ということ

で、国及びＪＲ九州に要望を行ったとあるわけで

すけれども、これをされた結果、今、動きがどう

なっているのか。 

 この２点です。 

○商工振興課長（宮里敏郎）商工会議所に対す

る運営指導事業等の補助金８００万円と、それか

ら、まちづくり会社に対する補助金、これはテナ

ントミックスの分であろうかと思います。 

 別々に費用対効果を出す必要があると思ってお

りますけれども、主管課といたしまして、商工会

議所に対する８００万円につきましては、それぞ

れ指導の委員の助成、いろいろな中小企業を指導

する際の指導費用、あるいはイベント、歳末の大

売り出し等を行う場合の費用等に対してこれが使

われておりますので、それなりに、こういう形が

市内の中小企業者のために活用されているという

ふうに評価しているところでございます。 

 それから、まちづくり薩摩川内に支出しており

ますテナントミックス事業につきましては、先ほ

ど、川畑委員のところでも説明いたしましたけれ

ども、平成２４年度から新たに補助金として支出

しておりまして、本来、これがまだまだこの効果

が出て、空き店舗に対する新たな店舗数がふえる

ことというのが、当然、この事業の成果となって

こないといけないと思っておりますので、２４年

度の実績としてはまだ少なかったというふうに思

っております。 

 ただ、今、まだ新たに始めたばっかりでござい

まして、今、盛んにＰＲもしていただいておりま

すので、２５年度以降、その成果が出てくるもの

と期待しているところでございます。 

 次に、肥薩おれんじ鉄道につきまして、国及び

県、関係機関に対しましていろいろな要望を行っ

てまいりました。これにつきましては、これは、
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並行在来線に対する、当然、国としての支援もあ

るべきだということで、これは、全国の並行在来

線の所在自治体とともに、同じような財政措置に

対する補助等の助成をお願いしたところでござい

ますが、これにつきましては、一定の効果といた

しまして、総務省のほうが、沿線の自治体が赤字

補填をした場合、これにつきましては、３０％の

交付金を出しますよという形での一応制度ができ

たということで、ある程度の成果があったと思っ

ております。 

 それから、関係団体ということで、特にＪＲに

対しましていろいろな支援のほうも呼びかけてお

りますけれども、これにつきましても、２６年で

実はＪＲからの要員の支援の期間が切れるところ

でございましたけれども、２６年以降もこれが引

き続き要員の支援ができたということで、これは

成果があったというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）ありがとうございます。 

 今、いろいろ説明いただきまして、率直に言い

ますと、その株式会社まちづくり薩摩川内と商工

会議所においては、中心市街地の活性化事業とい

うことに関してはもっと積極的にやらないかんと

私は思ってます。 

 例えば、先ほど言いました、平成２４年度、

１，５８８万円、両者合わせて、商工会議所はそ

の範疇だけじゃないかもしれませんが、合計して

１，５８８万円の予算をかけて、指標としてはい

ろいろな見方があると思うんですが、空き店舗率、

先ほどもおっしゃいました、０．３％改善なんで

す。平成２３年から２４年に対して、１４．１％

が１３．８％に減りましたと、０．３％改善です

ね。この費用対効果というのは私は低過ぎると思

います。 

 じゃあ、その１０倍、１億５，０００万円掛け

たら３％の改善です。そう考えたら、もう明らか

にこれはおかしいでしょ。効果が低過ぎると思い

ます。もっと積極的にやらないかんという、私は、

行政としてはそれを要求しなきゃならないと思う

んです。 

 結局、テナントミックス事業にすれば、今あり

ましたように、今から効果が出ることを期待しま

すとおっしゃいましたが、出なかったらどうする

んですか。それは期待ですよね。 

 だから、考えなきゃならないのは、今までの方

向が、今までのそのやってきた事業内容、この両

者の活動内容、動きの内容が本当によかったのか、

効果的だったのか、今から先、それでいいのか悪

いのか、それを考えなきゃいかんわけです、行政

は。 

 そうしたときに、今、この２者からいろいろな

新たな手法とか新たな方法とか、そういう提案が

まずなされているんですか、それが一つです。 

 それと、肥薩おれんじ鉄道につきましては、わ

かりました。 

 今後、今、ＪＲ北海道やらＪＲ西日本でちょっ

と問題になってるんですが、今後、メンテナンス

ということでは多大な費用が発生をすると思うん

です。これは、先日、古木社長からもいろいろプ

レゼンいただきましたので理解しております。 

 その辺については定期的にやっていく必要があ

るんですけれども、継続してこっちのほうは国の

ほうに要望していただきたいと思います。 

 先ほどの質問、１点です。 

○商工振興課長（宮里敏郎）商工会議所、それ

から、株式会社まちづくり薩摩川内を含めて、中

心市街地活性化事業に寄与していただいていると

いうのは思っておりますけれども、我々のほうで

も、これが十分にまだ機能しているかということ

については、まだまだというふうには思っており

ます。 

 ただ、商工会議所あるいはまちづくり薩摩川内

についても、いろいろな事業につきましても商店

街とともにやっておりますけれども、一つは、商

店街の方もかなり高齢化されているということ。

その中で、新しく取り組もうとしているところが、

商店街の中で若い人たちの組織ができたというこ

とについては、これは一つの活性化のキーワード

になって、これについて、うまく商工会議所ある

いはまちづくり薩摩川内も取り組んでやりたいと

いうような話にはなっていると思います。 

 具体的に、そういう人たちを取り組んで、どう

いうふうになっていくのかということにつきまし

ては、これは、商工会議所、それから、株式会社

まちづくり薩摩川内が事務局となっております中

心市街地活性化協議会、これを、今見直しをしよ

うとしております。その中で、新たに具体的にど

ういう事業に取り組んでいくかというのを、今、

幹事会で検討しておりまして、その結果をもとに、
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２６年度から新たな事業に取り組んでいこうとい

うことも、今、模索をしておるところでございま

す。 

 商工会議所とまちづくり薩摩川内については、

今言いましたとおり、活性化協議会という協議会

を通じて、一体となってさらに新しい事業に取り

組んでいこうというのを今検討中でございますの

で、それについては、我々も一緒に協議しながら、

他市の事例もいろいろ研究しながら、一番効果的

な事業というのを模索していかなければならない

というふうに考えているところでございます。 

 それと、おれんじ鉄道につきましては、今、お

話があったとおり、特に、施設の老朽化、施設設

備の老朽化がかなり課題となっております。数十

億円かかる費用が今積算されておりますけれども、

これにつきましては、国の補助金を使ったりして

おりますけれども、最終的には、また、地元負担

等も出てきますので、より効率的な補助金を国の

ほうへも求めていく必要があると思っております。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）ありがとうございます。 

 中心市街地の活性化に対して危惧すべきは、今

おっしゃいましたように商業店主の方の高齢化な

んです。地主あるいはそういう方々の高齢化とい

うことをまず危惧しなきゃなりません。 

 新しい方で、若い方でそういう動きが出てきて

いる。大変それはいいことです。でも、今すぐに

手を打たなきゃならないのは、そうじゃなくて、

その高齢化してきているそこに対してどうそれを

手を打っていけるのか、活性化の方向に持ってい

けるのかということです。 

 そういう意味をひっくるめて、その活性化協議

会で今後再検討されるということなんですが、い

ずれにしても、市が直接動くポジションと、その

商工会議所、それと、株式会社まちづくり薩摩川

内が動くポジションというのはあるわけですね。

明確に分かれておるわけで、その両者のポジショ

ンが、エリアがきちんと網羅されて、初めて効果

が出るわけですから、決してそれが市だけが動く

という形にならないように、彼らに対して、２者

に対して要求すべきはきちんと要求をして、そこ

は費用対効果という見方で見ていただきたいと思

います。 

 それと、１点、すいません、話は変わるんです。

これは要望です。 

 くるくるバスを初め、その東回り運行業務ほか

１３件で１億６，８００万円という助成されてる

わけですけれども、実は、このくるくるバスに対

して１点要望、要望というかありまして、ダイヤ

設定がタイトなんですかね、非常に運転が荒いと

いう苦情をたくさん聞いておりまして、私も見て

おりまして非常に荒いですね、荒っぽいですね。 

 要望といいますのは、ダイヤ設定がタイトであ

るんだったら、それはやっぱり見直していただき

たい。事業者が薩摩川内市から１億６，０００万

円もお金をもらって、ああいう動きというのは、

私は納得できません。彼らが全然、地域の運送を

担ってるんだ、公共交通機関を担ってるという自

覚が、私は足りないんではないかと、そこまで思

ってます。ですので、そこは強く私は言うべきで

はないかと思います。 

 それと、もう一つ、ああいう運転をされてると

車両はもたないですよ。だから、全然、その助成

をいただいているという感覚がないんではないか

と思ってます。 

 ちょっと厳しいことを言いますが、いずれにし

ても、このことを要望しておきます。 

 以上です。 

○商工振興課長（宮里敏郎）コミュニティバス

の運行につきましては、常に安全第一ということ

で、我々も運行のコースを決める際にも、とにか

く安全運行ができるというのを第一に今やってき

ているつもりでございます。 

 今おっしゃった分につきましては、きちんと両

事業者のほうにお伝えいたしまして、打ち合わせ

する機会が何回もありますので、その時点で、本

当に時間的にタイトであれば、それは見直すなり

して、確実に安全な社内での検討事項をも含めま

してそういう事故等がないというのがまず第一で

ございますので、再度確認をして、きちんと対応

していきたいと思います。 

○委員長（佃 昌樹）ちゃんと対応していただ

きたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

○委員（川畑善照）複合拠点施設の話が、

３．１１以来、もちろん頓挫したわけですけれど

も、いずれにしましても、そのときにコンサルを

頼んで調査をしたこともありました。それはどこ

で生かされているのか。例えば、株式会社なのか、

市なのか。 
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 それと、このプレミアム商品券ですけれども、

最初のおおつな商品券は大型店に集中するという

ことでこういう形で始まったんですが。逆に、中

小零細業者に希望をとって、一緒に使えるように

してやらなければ、不便性を訴えられたこともあ

りますので、例えば、ここの業界の、現在、５業

界ですね。こういうのと含めて商店街にも声をか

けて、もちろん、太平橋だけは入ってますが。こ

れは大小路、向田含めてですが、そういうところ

も含めてやられたほうがいいんじゃないかなと思

うんですが、それはどうお考えですか。 

○商工振興課長（宮里敏郎）まず、１点目の複

合拠点施設建設の可能性調査は２１年度にしてい

ると思います。これは企画のほうで調査していた

だきましたけれども、結果、これは、中心市街地

に複合拠点施設の用地を３カ所ほど選定いたしま

して、その中で一番可能性のあるところに複合拠

点施設を市でつくりたいという構想でありました

けれども、それにつきましては、３．１１があっ

て、２３年９月ぐらいにもう市長のほうから、こ

の計画については断念せざるを得ないということ

で話がございました。 

 そのときの内容につきましては、まだそのまま

市のほうでコンサルからの結果はそのまま保管し

てる状況でございます。 

 ２点目の、プレミアム商品券につきまして、こ

れについては、当然、原発の１・２号機の稼働停

止に伴う緊急経済対策といたしまして、これまで

やっておりましたプレミアム事業とは若干趣旨を

かえて、あくまでも影響を受けている業種に限定

した形で取り組みをさせていただきました。 

 そういう意味では、昨年度はある程度効果があ

ったというふうに考えておりますけれども、今、

川畑委員がおっしゃったとおり、昨年ありました

けれども、同じような共通券ができないのかとい

うのについては幾つか話がございました。その中

で、例えば、ホテル旅館等、タクシー協会等が一

緒になって、そういうのもいいんですよというこ

とで今も案内はしております。 

 ただ、今のところ、そういうところからの事業

をやりたいという申請はまだ上がってきてないと

ころございます。 

 それと、商店街につきまして、今のところ、太

平橋しかございませんけれども、ぜひ、太平橋さ

んとほかの商店街が一緒になるなり、あるいはほ

かの商店街が単独で出されるなりというのは全然

大丈夫だと思いますので、そこはまた検討してい

ただいていいのかなと考えております。 

○委員（川畑善照）第１点目の件はわかりまし

たが、いずれにしましても、何かを断念したり、

変更になると、無駄な投資がふえてくるわけです。

これがやっぱり一番もったいないという気持ちが

するわけですが、いずれにしても、生かす方向で

やはり検討は続けるべきだと思います。 

 それと、プレミアム商品券は、手を挙げる団体

よりも、やはり声をかけて参加を呼びかけるやり

方のほうがいいんじゃないかと思うんです。例え

ば、商工会議所や商工会の売り出しがありますね、

ああいうときのように、リーダーシップをとって、

声をかけて、そして、参加される方はというよう

な、そういうのも大事かと思いますので、お願い

したいと思います。 

 どうしてもいろいろな面で無駄な面がたくさん

過去においてもあるもんですから、心配されるの

はそこなんです。 

 例えば、商工振興課ですから申し上げますけれ

ども、駅の東口を、今、ディベロッパーが動いて

いるということは私も前に言いました。あのディ

ベロッパーが動くよりは、やはり市のほうで何と

かして確保できる、貸し付けですから、あれは貸

し付け。それを、ディベロッパーが建てて、貸す

やり方、それだったら、複合拠点施設はこっちは

生かされたはずなんです。ところが、そうしなく

て、今、タイヨーストアが持ってますけれども、

こちらの最初の第１案の予定地ですね。これ、万

が一、タイヨーさんが、例えば、遊技場やらそう

いうところに転売されたら、また市としては思っ

てもいなかった方向に進むんじゃないかという危

惧をするわけです。 

 ですから、リーダーシップをとって、何とかや

っぱりやるべきことはやっていただきたいなとい

うのは、これはもう希望です。お願いです。 

○委員長（佃 昌樹）希望であります。意見を

申し上げましたので、そのように取り扱ってくだ

さい。 

○委員（宮里兼実）要望ですけれども。 

 今、川畑委員も中心市街地におられて、中心市

街地活性化と、６月の委員会のときでも私は申し

上げましたけれども、非常に無駄が多いんじゃな

いかと。その中心市街地に補助を出しますけれど
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も、もう何年続けてきたかと６月の委員会のとき

に申したと思うんですけれども。２０年前からや

ってるということでしたけれども、これだけ極端

に言うて、申し上げても、それこそ沈みっ放しで、

浮上するわけでもないし。やはり商工会議所と本

当に中心市街地を活性化するにはどうしたらいい

かと。「やっております。開放をしております。

若者が、後継者が出てきつつあります。空き店舗

も」と言いますけれども、やはり本当に真剣に考

えて。ただ、「やっております」だけでは、発展

性はないと思うんです。 

 だから、商工会議所のほうにも、もうちょっと

行政のほうからも、会議所、商工会、二つありま

すから、補助も出してるわけですから、もうちょ

っと真剣に考えておるのかというふうに、もうそ

れこそ２０年前からと言いますけれども、私は

１０年前からですけれども、そう思っておるわけ

でありますので、やはり無駄が多い。 

 だから、どこにしても、高城温泉にしても、も

ちろん、後継者がいないとか、そういうようなこ

とで、高齢化になって跡継ぎがいないというよう

なところが、高城温泉だけでもない、入来にして

も、祁答院にしても、市比野にしてももちろんだ

と思っております。 

 だから、本当に、もうちょっと、寝やならんし

こばっかい真剣に考えていただいて、何とかせに

ゃいかんという心意気が、気持ちが私には見えて

ないから、そういったことで、もうちょっと真剣

に。宮里課長も、ここにおるだけではなくして、

もう私は商工振興課で定年まで一生懸命頑張って、

薩摩川内市を盛り上げていきますという気持ちに

なって頑張ってくださいという要望をしておきま

す。 

○商工振興課長（宮里敏郎）中心市街地の活性

化ということについては、今、宮里委員言われた

とおり、１０年前、２０年前からのずっと継続し

た大きな課題であるというふうに我々も認識して

おりまして、これについては、何とかしないとい

けないという思いは、市長を含めてずっと大きな

課題ということで捉えております。 

 その中で、我々、合併後も、空き店舗への家賃

補助をやったり、あるいは改装費補助をやったり

いろいろな手を尽くしてまいりました。 

 結果といたしまして、３年ぐらい前に、商店主

の方々の意向動向調査というのをいたしまして、

これも、議会のほうにも報告をさせていただきま

したが、結果的には、やはり行政がどれだけ働き

かけても、最終的には、地元の商店街の店主の方

あるいは若者の方、跡継ぎの方というところまで

意思がうまく伝わっていかないと、なかなか中心

市街地の活性化というのは難しいというふうに

我々は今感じているところでございます。 

 そういう中で、先ほども申し上げましたとおり、

若い人たちのグループができたということが、ま

ず、今までにない一つの大きな明るい材料である

ということと、うまくポイントにつなげて、我々

も一生懸命、中心市街地活性化について、今後も、

商工会議所、それから、まちづくり薩摩川内とと

もに取り組んでいきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員（帯田裕達）それにもちょっと関連する

んですが、中心市街地も大変でしょうけれども、

田舎も大変です。 

 例えば、樋脇にしても入来にしても、東郷、祁

答院、甑もそうでしょうけれども、例えば、何か

こういう対策をして、やっぱりこういうのは一例

をあげてもらわないと。例えば、市比野の例を出

しますと、市比野温泉の活性化協議会等も、空き

家・空き店舗に対して、一生懸命、商工会と取り

組んでいこうという姿勢はあります。でも、やは

り行政が、例えば、活性化協議会あたりからこう

いうのが上がったら、じゃあ、どういうふうに対

処しますよとか、例えば、予算つけますよとか、

何かそのはかれるものがないと、ただ、やたらに

そんなことばっかり協議するわけです、協議会だ

から。 

 だから、やはり川内も大変ですけれども、そっ

ちのほうも本当に大変なんです。例えば、こうい

う空き店舗を使ったこういうのに家賃補助とか、

さっきおっしゃいましたけれども。例えば、川内

に限らず、やっぱり全市、全体で取り組んでいか

なければならないと私は思ってるんですが、その

辺の考え方はどうでしょうか。 

○商工振興課長（宮里敏郎）先ほど、中心市街

地だけ言って申しわけございません。 

 当然、各支所にあります旧商店街についても、

これは、それで発展というか、活性化する必要が

あるというのは考えておりまして、これは、中心

市街地と同じように、これまでも空き店舗を改装

された分については同じような補助を出させてい
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ただいております。 

 ことしにつきましては、さらに、店舗等を改装

する分については、また改装費の補助というのも

新しく創設をさせていただきました。 

 そういう意味で、市内の各支所地域にあります

中小企業者のほうへも一律な支援をしているとこ

ろではございます。 

 ただ、市比野の例がでましたけれども、市比野

等につきましては、特に地元で活性化協議会とい

うのを立ち上げられまして、それぞれ地元のほう

でいろいろな取り組みをしていただいていること

については深く敬意を表したいと思います。 

 できれば、そういう形で、各支所地域の商店街

が盛り上がっていってくれればなと思っておりま

すけれども、それらについては、常に商工会のほ

うからも情報をいただくようにしておりますので、

その中で、市が支援できるものについては、いろ

いろ予算等もありますけれども、検討しながら対

応してまいりたいと思っております。 

 ちなみに、入来のほうが、今、ＦＩＭでちょっ

と大変だということで、そこについては、商工会

と、それから、地元の商店街の方々と協議いたし

まして、県の補助事業をもらいながら、今、入来

の商店街活性化事業というのにも取り組んでおり

ます。 

 そういうようなことも、随時、個別に対応でき

るというふうに思っておりますので、ぜひ、商店

街活性化のための協議会には、商工会の役員の方

たちも入っていると思いますので、それらを通じ

ましてでも市のほうに情報を上げていただければ、

一緒に支援ができるように検討してまいりたいと

思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員（帯田裕達）１点だけ、中心市街地のこ

とは別なんですが、買物不便地域支援モデル事業

がありますが、２２の自治会が加入されて、利用

されているということですが、何人ぐらいの方々

が利用されているのか。 

 この３００万円というのは当初だけでしたよね。

車両費に対しての３００万円、購入のときの

３００万円だったと思うんですが、例えば、今、

８カ月ぐらいですかね、たってるのが。それで、

コープかごしまさんがやってらっしゃるんですが、

採算がとれるぐらいのペースでいっているのか。

果たして、この事業をやって、業者がどのような

考え方を持っているかというのはいかがでしょう

か。 

○商工振興課長（宮里敏郎）買物不便地域支援

モデル事業につきましては、これは、当初、

２２自治会でスタートいたしまして、今、２８自

治会までふえております。さらに、寄田のほうで

は、ちょっと回数をふやしてくれという要望がご

ざいましたので、今、それに対して対応ができる

ように事業者とも検討しているところでございま

すけれども。 

 ３００万円につきましては、車両の購入経費、

初期投資費用の補助ということで、もう１回きり

でございます。 

 なお、募集をする段階で、５年はやってくださ

いということでお願いをしておりますけれども、

コープかごしまさんとしては、自分たちのＰＲ、

ＰＲというか、採算だけでなくて、地域貢献とい

うことでも始めていただいておりますので、ちょ

っとそれに甘えているところもあるんですけれど

も、採算としては、今、厳しいということは聞い

ております。 

 数字的なことについてはグループ長から回答さ

せます。 

○商工振興グループ長（田中道治）平成

２４年度の２月に始まりました買い物不便地域の

実績ですけれども、２月１８日からスタートいた

しまして、２月が３６２名、売り上げが３５万

５，９６３円でございます。 

 それから、３月から、一月ずっと回ることにな

っておりまして、２月から８月までの総計が、利

用 者 が ４ ， ７ ６ ４ 名 、 販 売 額 が ５ ９ ３ 万

５，２７４円でございます。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）私のほうから一つ要望を

しておきたいと思うんですが。 

 先ほどから、商工会議所、商工会含めていろい

ろな自助努力の問題が出ました。 

 商工会議所、商工会、それぞれ補助金をどうい

うふうに支出をしてきたのか、今までの経過を、

グラフでなくても結構ですので、計数を上げて、

もちろん、プレミアム商品券もそうですし、いつ

から始まって、どれぐらい出してきたか、後々の

参考資料として、経過も見ながらやっていきたい

と思います。 

 というのは、一般財源がこの商工振興課の場合
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は非常に多いわけです。それを、商工業者に還元

していくというのはわかるんですけれども、あと

はまたＪＡの問題があったり、漁協の問題があっ

たり、やっぱりそういったものとの比較の問題も

ありますので、今までの経緯をわかるように提示

をしていただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 委員の質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

○議員（成川幸太郎）中心市街地の活性化に関

することでですが、先ほど、川畑委員のほうから

もありましたけれども、旧市役所跡のタイヨーさ

ん出店予定地の件ですが、これを、一昨日ですか、

駐車場に借り受けていらっしゃいました。私も関

係がある限り、タイヨーさんのほうの話を聞いて

るんですが、ここ数年、新規の出店の見通しは立

たないということを言われております。 

 当初は、３月末か４月の当初には着工される予

定で、アスファルトの掘り起こしやら、建築が入

れる状態にされたと思うんですけれども。タイ

ヨーさんの事情で急に出店を中止されて、ここ数

年建たないということなら、市として駐車場か何

かに借り受けることはできないのか。交渉されて

いるとすれば、どんな返事だったか教えていただ

ければと思うのと、もう一つ、横馬場駐車場です。 

 これ、できたときには、横に病院があって、夜

間の入院患者もいるので１０時以降はできないと

いう話を聞いて納得してたんですが、最近、あの

辺がもう民間住宅になっております。前の鉄工所

の跡は、２４時間で機械警備になって、非常に有

効に利用されてるんです。すぐ近くにある横馬場

が、今、１０時で、非常に利用価値がない駐車場

になってるというふうにいろいろな人から指摘を

受けております。 

 過去は、さっき言いましたように、新原鉄工所

跡地にできる前は、住宅地で騒がしいんじゃない

かと言われましたけれども、あの中で騒がしくす

るようなことはできないと思いますし、ぜひ、そ

こら辺の、横馬場駐車場の時間について今後どう

考えていかれるのか、ちょっとお聞かせいただけ

ればと思います。 

○商工振興課長（宮里敏郎）まず、１点目の、

タイヨーが購入した土地の利活用の件ですけれど

も、タイヨーさんのほうでは、今、成川議員が言

われたとおり、最初の予定どおりの新店舗の出店

計画自体が先送りになるという話は聞いておりま

す。 

 それと、跡地の分については、この間、開発課

長が来られたときに、跡地を市がイベント等で借

りる際については貸してもらえるのかというのを

確認したところ、それは貸してあげますというこ

とで、既に、今、観光・シティセールス課のほう

も、はんやまつり等に使いたいということで申請

を出しているようでございます。 

 そこの分については、借りる分については、そ

れは貸してあげますよという形で確認をとってい

るところでございます。 

 それと、２点目の、横馬場駐車場の夜間営業の

件でございますけれども、ここにつきましては、

あそこが商業地域じゃなくて－第２種住居地域

ということで、商業地域じゃないということで、

もともと、２４時間ができないという規制がござ

いました。 

 そこについては、営業時間ももっと遅くまでで

きないのかというのが、ずっと以前からもお話が

ございますけれども、それを変えるためには、半

径１００メートルの住居の方たちに、全て構いま

せんよという形で同意をとる必要がございます。 

 これも、とれないかということで、実は、自治

会長のほうにも何回か打診いたしましたけれども、

近くに高齢者の世帯もあるということ、特に、出

庫の際に、どうしてもブザーが鳴ってしまいます。

ブザーをとめることができないのかということも

検討いたしましたけれども、あれは、あくまでも

視覚障害者の方のためのブザー、回転灯だけでい

けないのかというのも検討いたしましたけれども、

やはり「そこまでないとだめですよ」ということ

でございましたので、今のところ、ちょっと難し

いというふうに我々のほうでは判断しております。 

 ただ、有効活用ということになりますと、１時

間でも遅く、例えば、１１時まで、１２時までと

いうことがございますので、また、自治会長等の

御意見も伺いながら、検討はしていきたいと思い

ます。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、商工振興課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △企業・港振興課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、企業・港振興課の
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審査に入ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○商工観光部長（末永隆光）それでは、決算附

属書の１１５ページをごらんください。 

 企業・港振興課にかかわる主要施策の成果につ

いて、その概要を御説明申し上げます。 

 まず、１、企業・工業の振興では、（１）のと

おり、立地企業の異業種交流を推進するため、ビ

ジネスマッチングを取り入れた企業チャレンジセ

ミナーを初めて開催いたしました。その結果、

２社で商談が成立しております。 

 また、（２）におきまして、県外企業１０１社、

１１３件を訪問するとともに、企業誘致ホーム

ページを全面リニューアルし、インターネット広

告を実施するなど、活用の幅を広げたところであ

ります。成果として、１社と立地協定を締結し、

過年度に立地協定を締結いたしました企業を対象

に４件の用地取得補助金等の交付を行ったところ

であります。 

 なお、企業ニーズを調査するため、新エネル

ギー対策課と連携した企業訪問を実施し、企業立

地促進条例の全面改正を行い、地域成長戦略促進

補助金の創設を行ったところであります。 

 さらに、（６）におきまして、ＦＩＭの事業譲

渡に伴い、対策本部の設置・開催、離職者受け入

れ意向調査を実施したところであります。 

 次に、１１６ページをごらんください。 

 川内港の振興では、（１）において、川内港の

利用促進のため、ポートセールスやポートセミ

ナーを実施いたしました。コンテナ取り扱い量は、

週２便によります、利便性向上やパルプ輸出が増

加したことなどにより、平成２４年は、対前年比

１５４％増の１万９，０１０ＴＥＵ、資料中、

１が抜けております、大変失礼いたしております。

１万９，０１０ＴＥＵでございます。となり、昨

年７月の鹿児島税関支署川内出張所の常駐化につ

ながりました。 

 次に、３、海上交通では、（１）、（２）にお

きまして、平成２６年４月の川内甑島航路開設に

向け、川内港待合所の設計を行うとともに、新高

速船の建造に着手し、基本設計等を実施いたしま

した。 

 １１７ページをごらんください。 

 （５）におきまして、平成２４年４月に寄港地

集約いたしました手打・中甑港待合所について、

地元に利活用委員会を設置し、調査検討を行い、

利活用方針を決定したところであります。 

 次に、４、国際交流では、（１）において、本

市及び昌寧郡の大綱引保存会が築いてきた民間交

流をさらに推進するため、昨年５月、昌寧郡にお

きまして友好都市締結調印を取り交わすとともに、

９月には公式訪日団の受け入れを行い、今後、幅

広い分野で友好交流を推進することを確認し、今

年度の公式訪日団、青少年交流団及び職員研修団

の交流が実現しております。 

 企業・港振興課関係では、ＦＩＭ閉鎖など雇用

不安が深刻化する中、企業誘致策の拡充や企業の

育成支援という視点から、雇用の場の確保を図る

ことが急務であります。 

 また、合併後の大きな懸案事項でありました川

内甑島航路について、来年４月の高速船就航に向

け、ハード・ソフト両面の整備を進め、生活航路

の安定、交流人口の増加による観光産業を振興し

ていくことが重要であると考えております。 

 以上で、概要説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま

す。 

 なお、詳細につきましては、この後、課長が説

明いたします。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）それでは、引き続き、一

般会計歳入歳出中、企業・港振興課分について、

当局の説明を求めます。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）それでは、平

成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算に係

る企業・港振興課分について御説明申し上げます。 

 歳出について御説明いたします。 

 決算書の１１１ページをお開きください。 

 ２ 款 １ 項 ８ 目 国 際 交 流 費 は 、 支 出 済 額

３，７６３万７，９４７円でございます。 

 備考欄をごらんください。 

 支出の主なものを説明いたします。 

 事項、国際交流事業費では、国際交流員１名分

の報酬及び韓国昌寧郡との友好都市締結に係る公

式訪韓団の渡航及び来日団の受け入れ業務委託、

国際交流協会運営補助などでございます。 

 事項、国際交流施設等管理費では、国際交流セ

ンターの指定管理料が主なものでございます。 

 次に、１７９ページをお開きください。 
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 ７款１項２目商工振興費は、支出済額８億

７，４３８万２，４７６円でございますが、この

うち、企業・港振興課分は、支出済額５億

３，４９７万２，１２５円でございます。 

 １８２ページの備考欄をごらんください。 

 事項、川内港利活用推進事業費では、川内港利

活用推進委員１名の報酬、川内港待合所指定管理

料、かごしま川内貿易振興協会運営補助及び川内

港におけるコンテナ貨物に対する貿易補助金など

が主なものでございます。 

 次に、１８４ページでございます。備考欄をご

らんください。 

 企業立地対策費では、企業立地審査会委員４名

の報酬、平成２３年度に立地協定を締結したアサ

ダメッシュ株式会社への施設設備費補助金、京セ

ラ株式会社への用地取得費補助金、株式会社Ｋ＆

Ｋ、鹿児島食品株式会社への新規雇用補助金や、

平成２４年度立地企業の異業種交流と、販路拡大

のために新規に取り組みました企業チャレンジセ

ミナー業務委託などが主なものでございます。 

 次の事項、甑島航路事業費では、川内甑島航路

開設に係る新高速船の建造費、待合所等の設計、

甑島住民への運賃割引への補助、甑島商船株式会

社がフェリーのドック期間に貨物船を傭船し、日

常物資の輸送を行うフェリー代船事業への補助金

が主なものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 決算書の１９ページをお開きください。 

 １４款１項１目総務使用料でございます。 

 本課の分は、２１ページ、備考欄は２２ページ

になります。２２ページの上のほうになります。 

 企業・港振興課にありますとおり、国際交流施

設等の使用料でございます。 

 次に、２５ページ、備考欄は２６ページになり

ます。 

 ２６ページの備考欄、同項５目商工使用料でご

ざいます。 

 企業・港振興課にありますとおり、川内港及び

甑島各港の旅客待合所使用料でございます。 

 次に、４３ページ、備考欄のほうは４４ページ

になります。 

 １５款２項５目商工費補助金でございます。 

 企業・港振興課にありますとおり、新高速船建

造に係る国庫補助、地域公共交通確保維持改善事

業費補助金で、平成２４年度出来高４割相当分に

対する補助でございまして、補助率は３０％でご

ざいます。 

 次に、５７ページでございます。備考欄は

５８ページになります。 

 １６款２項５目商工費補助金で、企業・港振興

課にありますとおり、まず、新高速船建造に係る

県費補助、鹿児島県離島航路船舶建造費補助金で、

平成２４年度、出来高４割相当に対する補助でご

ざいまして、補助率は１０％でございます。 

 また、平成２４年度より利用しなくなりました

中甑港及び手打港旅客待合所の利活用を検討した

甑島旅客待合所利活用事業に対する特定離島ふる

さとおこし推進事業補助金でございます。補助率

は７０％となっております。 

 次に、６３ページでございます。 

 １７款１項１目財産貸付収入でございます。 

 本課分は６５ページ、備考欄は６６ページにな

ります。 

 企業・港振興課にありますとおり、外国人研修

生宿泊施設貸付料で、鹿児島純心女子大学へ貸し

付けているものでございます。 

 次に、同項２目利子及び配当金で、本課分は

６７ページ、備考欄６８ページになります。 

 企業・港振興課にありますとおり、九州海運株

式会社からの配当金でございます。 

 次に、７５ページ、備考欄のほう、７６ページ

になりますが、２１款３項１目貸付金元利収入で

は、５節地域総合整備資金貸付金元金収入の備考

欄、企業・港振興課にありますとおり、温泉保養

施設を整備した際に貸し付けた元金返還金でござ

います。 

 同じく７５ページ、５項４目雑入でございます。 

 本課分は、８５ページ、備考欄のほう、

８６ページになります。 

 企業・港振興課にありますとおり、待合所及び

国際交流センター等の電気・水道料等の実費収入

金でございます。 

 次に、財産に関する調書について御説明をいた

します。 

 ４２６ページをお開きください。 

 有価証券では、上から７段目の、九州商船株式

会社から、こしき海洋深層水株式会社までの４件

でございます。 

 平成２４年度中の増減はございませんでした。 

 次に、４２９ページでございます。 
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 重要物品では、車両につきまして、川内港利活

用推進委員の使用します車両１台について買いか

えを行っております。増の３３台のうちの１台に

なります。 

 次に、４３０ページをお開きください。 

 債権でございます。上から６段目の、地域総合

整備資金貸付金で、温泉保養施設に係るふるさと

融資分で、前年度末残高が４００万円、決算年度

中増減高マイナス４００万円、決算年度末現在高

ゼロ円となっており、平成２４年度で完済をして

おります。 

 以上で、一般会計の企業・港振興課の説明を終

わりますが、御質疑に対します数値など細かな

データの回答につきましては、課長代理以下グ

ループ長からも回答させますことを御了承くださ

い。 

 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま

す。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 それでは、質疑に入ります。 

 なお、昼休みが途中になると思いますが、途中

で休憩を入れますので、御了解お願いします。 

○委員（谷津由尚）９月の常任委員会で、合併

してからこれまで８年間、延べ３４０社ぐらいだ

ったと思います、延べの企業訪問が。 

 そのとき先方から、いろいろおっしゃっられた

ことを集約すると、本市の弱み、強み、強み、弱

みと、本市がどうすべきか、その方向性が、ある

程度、その情報として得られているはずであると。

それを、その成長戦略の４分野に速やかに応用展

開しなきゃならないということを申し上げさせて

いただいたんですが。 

 まず、その強み、弱み、あるいは本市に対する

要望というのはきちんとまとめられておられます

か。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）きちっとまと

められているかということですか。 

 資料の中で把握はしているところでございます。 

○委員（谷津由尚）実は、平成２４年度もそう

なんですけれども、毎年、実際の企業を訪問する

ための活動費、これは市内も含んでです。市外が

費用的にはかかるんですが、その活動費というの

は、大体、２００万円から３００万円の間、年間

の予算だと思うんですが、その認識で間違いあり

ませんか。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）２００万円か

ら３００万円の間でございます。 

○委員（谷津由尚）ありがとうございます。 

 実は、合併してからこの平成２４年度までの

８年間で、実は、本当に貴重なデータが私は得ら

れてないとおかしい。それがもう直近で役に立っ

てないとおかしいと思うんです。 

 なぜかといいますと、まず、リーマンショック

がありました。もう一つは、３．１１がありまし

た。東日本大震災がありました。これは日本全国、

あるいはもう世界的な規模のインパクトを与えた

ことなんですが、こういうイベントリスクを民間

がどういうふうに把握して、どう動こうとしてい

るのかという貴重な情報を収集できるチャンスが

２回も到来したわけです。 

 ということは、何が言いたいかといいますと、

そういう貴重なデータを生かすことによって、

我々、先が見えんといかんわけです、その企業誘

致の活動については。民間については、企業がど

ういうことを考えてるから、先手が打てる常に体

制になっておらないといけないと思うのがまず一

つです。 

 ということは、二つ目が、平成２４年度も、先

ほどありました２００万円から３００万円の予算

なんですが、その予算のつけ方にしても、私は、

ここが勝負どころやとなれば、もうちょっと予算

つけるべきだし、もうちょっと積極的な動きをし

てもいいんではないかと思います。 

 総じて言いますと、確かに、１０１社訪問され

て、あるいは新エネと一緒に１００社を訪問され

た。大変なことだと思うんですが。じゃあ、これ

が、直近で、本市が掲げる成長戦略の４分野にど

うつながるのかというのが私は見えないんです。

今、現時点で。新エネは見えかけますが。食品ビ

ジネスがそうですし、介護周辺ビジネスもそうで

す。観光はこの後ですから、この後また申し上げ

ますが、どうもその辺がリンクしない、見えない

んです。 

 ということは、何かその辺の先手を打つという

ところまでフォーカスが定まってないんではない

かという気がします。だから、予算のあり方にし

ても、その辺のメリハリもないような気がします。 

 ２４年度までを累計で振り返って、やはりそう

いうところをもっと改善すべきではないのか、見

直すべきではないのか、自分たちのスタンスを、
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感覚を、考え方を改善すべきではないかと思うん

ですが、いかがですか。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）かねて、企業

訪問する中では、これまでのおつき合いのある企

業さん、それから、新規に御紹介いただいた企業

さんに市の制度を紹介しながら、どういう計画が

あるか、意向があるかということなどを聞き取っ

てきているというのが主な企業訪問の内容でござ

いました。 

 ２４年度に新エネと回ったり、あと、電源地域

振興センターからの情報とか、そういうのをもと

にしながら、企業さんがどういうことを求めてい

るかということを課題として上げまして、その結

果、この地域成長戦略の分野で特化していこうと

いうことと、それと、前も申しましたが、本年度、

調査・研究ということで取り組もうとしておりま

すその支援センター的なそういう組織をつくりた

いと。民間のスピードに合ったような活動ができ

るように、そういう支援センターをつくっていき

たいというふうに、今、考えております。 

 今回、その４分野につきましては、まだ情報的

に手薄な部分もございますので、平成２５年度に

ついては、いろいろな企業さんの開拓とか、その

手薄な部分につきましては、開拓も含めて調査を、

企業訪問をやっていきたいと。 

 今後、６次産業との連携とか新エネとの連携と

か、あと、地域成長戦略は企画政策課のほうでや

っておりますので、そこの各課での連携を図りな

がら、今後に向けて、具体的にどういうことをし

ていくかということも含めて、また研究をさせて

いただいて、取り組んでいきたいというふうに思

ってます。 

○委員（谷津由尚）今おっしゃったことが、民

間の、首都圏のいろいろな企業さんから見て、差

別化になると思いますか。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）その差別化へ

の期待というのは、今度、そういう支援センター

をつくってやる段階で、どういうふうにできるか

というのをちょっと研究をしていきたいなという

ふうに考えているところです。 

○委員（谷津由尚）そのセンターができること

で、差別化の一つの要因にはなると思うんですが、

私は、既に今の時点で、先ほどから言いますよう

に、他の自治体ともう既に差別化できるものがな

いといかんと思うんです。それだけのデータはと

っておられるはずなんです。 

 それが、先ほど言った、今まで、延べ３４０社

から３５０社、同じところを訪問されたかもしれ

ませんが、訪問されたという、そこにつぎ込んだ

予算というのがそこにあって、その結果が、その

差別化できるデータが既にある、「既にやりかけ

てるよ、やってるよ」という、もうその状態じゃ

ないといかんと思うんです。 

 といいますのは、何度も言いますが、平成

２７年から地方交付税の縮減が始まるわけです。

だから、そこには、基本的には何らかの企業誘致

をどんどんやって、その市税収入に少しでも効果

が出るという、投資をやった効果がそのときは出

んといかんという、基本はそこなんです。 

 今のその課長の動きでそれが私はできると思い

ません。だから、少なくとも１年遅いんです、動

きが。遅いということは、やはりその差別化とい

う動きを、日本のどの自治体ももう積極的にやっ

ておられるわけですから、もっとそこを、今まで

のその、どういう意見交換があったのか、もう一

回全部ひっくり返して調べていただいて、そこは

深堀りする私は価値はあると思いますが、いかが

ですか。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）スピード感が

ないということで、ことし、あと後半も残ってお

りますので、そういうこともまた分析をしながら、

今後に向けて取り組まさせていただきたいという

ふうに思います。 

○委員（川畑善照）企業誘致の場合に、件数は

たくさん多いんですけれども、そう簡単には実を

結ばないと思います。対象レベルというか、社長

と会うときにはどのクラスが行く、そういう、例

えば、会社の部課長と会うときには部課長クラス

が行くと、そういうレベルを決めていらっしゃる

のか、それが一つ。 

 それと、やはりいろいろな意味で、フェイスブ

ックやら武雄市と連携されているのはいいんです

けれども、武雄市は、例えば、図書館とスターバ

ックスを一緒にしたり、いろいろな極端なことを

やってらっしゃいますが、やはり薩摩川内市も、

セクトを外して、いろいろなことを考えるべきノ

ウハウは、やはり課ではちょっと議論がしにくい

と思うんです。トップクラス、経営クラスでやっ

ていくのが大事かと思います。 

 そういうことを、例えば、企業訪問される、私
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も１回紹介しましたソニーセミコンダクタ久留巣

社長は川内出身で社長になられたと。そのときに、

せめて、市長か副市長が行かれたのか。そういう

ことやら含めて、先ほど言いましたように、社長

と会うときはどのクラスが行くのか決めてらっし

ゃるのか、それを教えてください。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）社長さんに会

うときに誰が行くかというのは、具体的にそうい

うのは決めておりませんが、部長さん、社長さん

に最初から会っていただける場合もあれば、会っ

ていただけない場合もございます。 

 話を１回、２回とする中で、本市に対しての興

味を示していただいたり、そういうのがあった場

合には、副市長にも同行いただいたりとか、そう

いうふうに。また、ちょっと段階的な進みぐあい

－協議の進みぐあい、に応じて、副市長に行っ

てもらったり、市長に行ってもらったりとかとい

うのが今やっているところでございます。 

○委員（川畑善照）これ決算ですけれども、い

ずれにしましても、効果の上がるやり方をしてい

ただきたいというのと、やっぱり企画でも申し上

げましたけれども、やはり１０億円という企業誘

致に対する魅力を、フェイスブックなりいろいろ

な、あるいはインターネットで紹介されると思い

ますが、やはり積極的に社長クラスにＰＲするぐ

らいの努力をしなければ、なかなか実は結ばない

と思いますので、一応、意見として申し上げてお

きます。 

○委員長（佃 昌樹）意見でございます。 

 ここで休憩をいたします。 

 再開は１３時といたします。 

～～～～～～～～～     

正     午休憩     

～～～～～～～～～     

午後０時５７分開議     

～～～～～～～～～     

○委員長（佃 昌樹）休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 企業・港振興課に対する質疑の時間になってお

りますので、委員の方、御質疑を願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員の御質疑を認めます。 

 ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、企業・港振興課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △観光・シティセールス課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、観光・シティセー

ルス課の審査に入ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○商工観光部長（末永隆光）決算附属書の

１１９ページをごらんください。 

 観光・シティセールス課に係ります主要施策の

成果について、その概要を御説明申し上げます。 

 まず、１、シティセールス及び観光政策では、

（１）のとおり、ホームページ「こころ・観光物

産ガイド」及びメールマガジンを運営するととも

に、ＡＮＡ国内旅客機を活用したラッピング広告

及び伊勢丹立川店などにおいて、市長によるトッ

プセールスを実施いたしました。 

 次に、１１９ページから１２１ページまでにわ

たりますが、（２）のアのとおり、観光誘客のた

め、旅行エージェントが造成し、ＰＲ効果が高い

７ ２ 件 の 旅 行 商 品 に 対 し 助 成 を 実 施 し 、

１，５００名を超えるツアー客を誘致いたしまし

た。 

 また、ウといたしまして、グリーンツーリズム

推進事業として、８校、１，１００名を超える

中・高校生の修学旅行体験学習受け入れを行った

ところであります。 

 次に、甑島でもブルーツーリズム推進事業とし

て、日帰りではありますが、初めての受け入れが

実現いたしました。 

 次に、１２０ページの下段、カといたしまして、

昨年５月よりフェイスブックを活用した通信販売

サイトの立ち上げや、ＪＲ博多シティなどの催事

において特産品等の販売促進を展開するとともに、

１２１ページ上段、キといたしまして、御当地グ

ルメ・スイーツでは、アオサらーめんがＳｈｏｗ

－１グルメグランプリに初参加するなど、本市の

食材を活用した名物料理をＰＲするとともに、提

供店舗を拡大したところであります。 

 次に、クといたしまして、ホテル旅館プロモー

ション事業として、原発の長期運転停止に伴い影

響を受けておりますホテル旅館組合に対し、原発

に頼らない経営を目指し、セミナー開催などを委
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託実施したところであります。 

 コといたしまして、観光協会と特産品協会を統

合・進化させた株式会社観光物産協会の本年４月

設立に向けて、２００万円の出資を行ったところ

であります。 

 １２２ページをごらんください。 

 （３）の観光イベント事業では、地域資源を活

用した体験・交流プログラムを織り込んだきゃん

ぱくを年２回開催するとともに、（５）のとおり、

雇用創造協議会によりますぽっちゃん計画を推進

するため、特産品開発やセミナー開催を実施する

とともに、１２３ページの（６）のとおり、平成

２５年度から取り組む地域おこし協力隊の受け入

れに関する調査を実施いたしました。 

 また、（８）において、合宿を除くスポーツ・

文化等の大会を実施した１５団体に報奨金を交付

し、イベントコンベンションの誘致促進を図った

ところであります。 

 次に、２、観光施設の管理では、（１）におき

まして、観光施設３２施設のうち、２８施設を指

定管理者によります管理運営を実施。（２）にお

いて、観光船の管理運営を行い、いずれも利用が

伸びております。特に、観光船かのこは、直営管

理により、対前年度比１５４％増の、年間

２，８８２人の利用実績となりました。実績等に

ついては１２４ページをごらんください。 

 なお、観光施設のうち、いこいの村いむた池に

つきましては、民間譲渡に着手、ことし１０月上

旬には譲渡の予定であります。 

 観光・シティセールス関係では、これまでのさ

まざまな取り組みをさらに進化させるため、観光

機能と物産機能を統合し、株式会社観光物産協会

を設立したところであり、地域商社機能を持った

中核組織として、本市の観光物産事業を牽引する

ことが求められているところであります。 

 官から民への流れを加速し、早期に自立できる

よう連携して取り組んでいくことが急務であると

考えております。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま

す。 

 なお、詳細につきましては、この後、課長が説

明をいたします。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、観光・シティセールス課分について、

当局の説明を求めます。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）観

光・シティセールス課です。 

 それでは、まず、歳出の説明をさせていただき

ます。 

 決算書の１６３ページをお開きください。 

 ５款１項１目労働諸費の観光・シティセールス

課 分 に つ き ま し て は 、 決 算 額 ８ ６ ２ 万

２，２９２円であります。 

 備考欄にて説明いたします。 

 決算書の１６５ページをお願いいたします。 

 備考欄の中段あたり、観光・シティセールス課

分で内訳を説明させていただきますと、緊急雇用

創出事業臨時特例基金事業において、川内原子力

発電所１・２号機運転停止に伴う緊急経済対策と

して、シティセールス強化のため、旅行商品と物

産商品の情報発信、販路拡大及び事業者調整等を

行うために、嘱託員２名の雇用を行いましたシテ

ィセールス推進強化事業と、観光宿泊者を増加さ

せるために宣伝活用やパンフレット作成、営業企

画等の業務をホテル旅館組合に委託しました。 

 ホテル旅館等プロモーション業務委託事業の

２件でございます。なお、いずれも、県支出金を

１００％充当している事業でございます。 

 次に、決算書１８３ページをお願いいたします。 

 ７款１項３目観光費につきましては、決算額

４億３，５３２万９，７３１円であります。 

 主なものは、事項、観光費において、川内駅イ

ベント事業業務委託などの委託料１９件、九州新

幹線全線開業観光キャンペーン事業負担金など負

担金１３件、観光協会運営費補助金などの補助金

２９件、観光振興基金積立金、それから、薩摩川

内 市 観 光 物 産 協 会 へ の 出 資 金 な ど １ 億

８，４４０万１，２７０円でございます。 

 次に、事項、観光施設管理費の主なものは、観

光船運航船員業務嘱託員及び補助員業務嘱託員報

酬、寺山いこいの広場などの指定管理者業務委託

などを含む委託料２５件、竜仙館小荷物専用昇降

機改修工事などの工事請負費７件、竜宮の郷１階

ロビー研修室空調設備購入などの備品購入費７件、

いこいの村解散補助金など２億５７４万２７６円

でございます。 

 なお、備考欄、１８６ページの中ほど、米印の

建設整備課分、建設維持課分につきましては、所

管がえによるものでございます。 
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 次に、決算書１８５ページをお願いいたします。 

 事項、観光施設設備整備費の主なものは、鷹の

巣冷泉ボイラー排熱改修設備工事などの工事請負

費４件、上甑県民レクリエーション村バンガロー

エアコン購入の備品購入費２件など３９７万

３，９８６円。 

 次に、事項、ツーリズム推進活動事業費の主な

ものは、県教育旅行受入対策協議会負担金、甑島

ブルーツーリズム推進協議会運営補助金など

１１９万９，３８４円。 

 最後に、事項、シティセールス推進費の主なも

のが、臨時職員の雇上料、地域づくりマネージ

ャー事業業務委託などの委託料５件、薩摩川内市

雇用創造協議会負担金、薩摩川内スピリッツきや

んせ博覧会、いわゆるきゃんぱく事業など補助金

５件、４，００１万４，８１５円でございます。 

 次に、決算書の２４７ページをお願いいたしま

す。 

 １１款４項１目現年公用公共施設災害復旧の当

課分につきましては、決算額４６万２，０００円

でございます。これにつきましては、台風１６号

災害による瀬尾キャンプ場アクリル屋根の修繕料

でございます。 

 以上が、歳出に関する主なものでございます。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 決算書の２５ページをお願いいたします。 

 １４款１項５目商工使用料、１節商工使用料の

当課分につきましては、調定額１，３８６万

７ ， ３ ３ ２ 円 、 収 入 済 額 １ ， ３ ８ ６ 万

７，３３２円同額でございます。 

 決算書の２５ページの備考欄の下段部分に観

光・シティセールス課分がございます。 

 内訳の主なものは、ポニー・乗馬等使用料、

ゴーカートコース使用料など３１件でございます。 

 次に、５７ページをお願いいたします。 

 １６款２項５目商工費補助金、２節観光費補助

金につきましては、調定額１，１３８万円、収入

済額も１，１３８万円でございます。 

 内訳は、観光費補助金として、県の特定離島ふ

るさとおこし推進事業の採択を得ました甑島への

さらなる観光誘客拡大を図った観光物産宣伝対策

事業、イベントのエコプロジェクト海辺の学校ｉ

ｎこしきの事業にかかわる県補助金でございます。 

 引き続き、６３ページをお願いいたします。 

 １７款１項１目１節土地建物貸付収入の当課分

につきましては、調定額５万３，６２０円、収入

済額５万３，６２０円でございます。 

 ６５ページをお開きいただき、備考欄の中段の

ところに観光・シティセールス課分がありますが、

内訳は、土地建物貸付収入として、藺牟田池の売

店の土地借地料でございます。 

 引き続き、６５ページをお願いいたします。 

 １７款１項２目１節利子及び配当金の当課分に

つきましては、調定額２万１，４８９円、収入済

額も２万１，４８９円でございます。 

 決算書の６７ページの備考欄の下段にございま

すが、内訳は、観光振興基金利子収入でございま

す。 

 同じく、次に、７１ページをお願いいたします。 

 １８款１項６目１節商工費寄附金につきまして

は、調定額３万円、収入済額３万円でございます。 

 内訳は、本市出身の歌手永山淳さんが、本市で

チャリティーコンサートを実施した際の収益の一

部を観光振興基金に積み立ててほしいと寄附の申

し入れがあったものでございます。 

 引き続き、７１ページ、そのままで、１９款

１項５９目１節観光振興基金繰入金は、調定額

２ ， ８ ９ ５ 万 １ ， ０ ０ ０ 円 、 収 入 済 額

２，８９５万１，０００円でございます。 

 内訳は、旅行商品造成支援事業補助金、それか

ら、きゃんぱく事業の補助金、ＡＮＡ御当地プラ

ン広告事業、佐賀県武雄市主催の通販サイト、Ｆ

＆Ｂホールディングスへの運用業務委託、こしき

島アクアスロン大会誘致事業補助金の５事業に充

当するために繰り入れたものでございます。 

 次に、７５ページ、２１款５項４目１節雑入の

当課分につきましては、収入済額８３３万

２７７円でございます。 

 決算書の８５ページをお開きいただき、備考欄

の下段部分の当課分をごらんいただきたいと思い

ます。 

 内訳は、雑入として、新地域再生マネージャー

事業助成金、いこいの村いむた池施設納付金、東

郷温泉ゆったり館施設納付金、遊湯館施設納付金

など７件分でございます。 

 以上が、観光・シティセールス課の歳入に関す

る主なものですが、歳入のいずれにつきましても

不納欠損及び収入未済はございません。 

 次に、財産に関する調書について御説明を申し

上げます。 
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 決算書の４２５ページをお願いいたします。 

 １、公有財産のうち、（３）動産の増減であり

ますが、浮き桟橋の観光・シティセールス課分の

年度中の増減はございません。 

 次に、（４）物権の行政財産の温泉権及び鷹の

巣冷泉源の増減でございますが、年度中の増減は

ございません。 

 それから、決算書の４２６ページをお願いいた

します。 

 （５）有価証券の観光・シティセールス課分は、

区分欄の上から５番目、下からは８番目になりま

すが、株式会社遊湯館、５３０万円、増加分とし

て、一番下の、株式会社薩摩川内市観光物産協会

の２００万円でございます。 

 次に、４２７ページ、（６）出資による権利の

当課分は、区分欄の下から２番目の、財団法人鹿

児島勤労者いこいの村への出捐金２００万円であ

り、年度中の増減はございません。 

 次の、４２８ページ、（７）無体財産権の増減

でございますが、平成２２年１月に登録されまし

た薩摩川内スピリッツのロゴマークの商標登録で、

増減はございません。 

 ４２９ページの２、重要物品現在高調の当課分

は、区分欄の上から８番目の船舶類で、年度中の

増減はございません。 

 次に、決算書の４３１ページ、４基金の当課分

につきましては、区分欄の下から４番目の欄、観

光振興基金でございます。 

 増減高１，５１０万１，０００円につきまして

は、繰入金として２，８９５万１，０００円を、

旅行商品造成支援事業補助金など５事業に充当し、

寄附金５万円と利子相当分を含み、今後の観光振

興に充当するための寄附金３万円と利子相当分を

含み、今後の観光振興に充当するための積立金

４，４０５万２，０００円と相殺した額でござい

ます。 

 以上で、観光・シティセールス課分の決算状況

に関する説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま

す。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）２点、質問をさせていただ

きます。 

 ま ず 、 甑 島 モ ニ タ ー ツ ア ー を ８ ５ ２ 万

９，４００円、実施されたんですが、このモニ

ターの結果、甑島にフィードバックすべきことは

どういうことがあったのか。それらは、今現在、

本年度、どういう形になってますかというのが一

つ目です。 

 二つ目です。原発への依存が大きかったホテル

業なんですが、そのホテル宿泊とプロモーション

事業で、その原発に頼らない経営ということでい

ろいろな勉強会をされたと思うんですが、

５２３万円、これに措置されておりますが、この

効果についてどうだったのかお伺いします。 

 以上、２点です。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）昨

年度行いました甑島へのモニターツアーにつきま

しては、特に、私ども、若い層の方々の旅行とい

うことについて、ちょっと探る目的で実施をさせ

ていただきました。 

 甑島への観光客の主流は、旅行会社で言うと、

特にクラブツーリズムという会社が代表的なんで

すが、シニア層の方が、島に興味があられる方が

来られるというツアーが一番多ございます。 

 その中で、福岡でいうと、壱岐、対馬といった

ところは若い方が多いので、その辺を、受け入れ

体制も含めて探ろうということでやらせていただ

いたところなんですけれども、ことしの状況で言

いますと、そこで知り合ったきっかけの旅行会社

さんが、実際、自主事業で、自分たちのところで

補助金を活用しながら受け入れをされてます。 

 ターゲットは、福岡周辺の大学の学生さんとか

いった方々の受け入れが実際できてますし、人数

は少ないんですけれども、カメラに興味がある方、

写真を撮るのに興味がある方とか、花とかに興味

がある方というのは、ちょっと出会いというか、

数は少ないんですけれども、ちょっと趣味を強く

したような旅行ツアーというのがことしから始ま

っております。 

 ただ、まだまだ数字は伸びてこないということ

と、もう一つは、人数が少のうなりますと、個人

で移動するというところもありまして、例えば、

４、５人のグループであるとか、そういったこと

で、課題としては、やはりレンタカーの問題であ

るとか、自転車を使ったレンタル自転車もあるん

ですけれども、そういう受け入れ体制での課題と

いうのは、引き続き、改善に向けて地元と協議し

ているところでございます。 
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 昨年、１泊２日あるいは日帰りのモニターツ

アーをやったんですが、特に、福岡方面について

は手応え感があったというふうに考えてます。 

 以上です。 

 それから、２点目の、プロモーション事業につ

きましては、昨年度に引き続き、実は、今年度も

させていただいておりまして、土曜日にホテル旅

館組合の方々と意見交換をしました。 

 結論を言いますと、まだまだ道半ばでありまし

て、私どもからホテル旅館組合には、一部の役員

さんだけじゃなくて、旧川内地域のホテルだけで

はなくて、市比野、入来のホテルの方、あるいは

甑の方も含めて意見交換をぜひさせてくれという

ような申し入れをしています。 

 どういうことかといいますと、この事業でやっ

ぱり露見しているのは、ホテルと旅館と民宿、旅

館でも民宿型のホテル、旅館、民宿で、旅館でも、

民宿型の旅館とホテルに近い旅館がございまして、

それごとに、やはり基本的な営業の考え方という

のを、共通理解がないとプロモーションができな

いのではないかということで、お客さんが来るの

をただ待ってるスタイルのホテルもございますし、

こっちから誘致、スポーツ合宿も含めて持ってい

くところもあります。 

 誘致をすると、必ず配宿というところで、そう

いう考え方のところにお客様を分けないといけな

いので、皆さんのやっぱり営業の意思統一という

のが必要だというようなことで、先日、土曜日、

非公式な形だったんですけれども、より多くの組

合の方と、「今回の成果の実績を踏まえて意見交

換の場を設けさせてください、そこには観光物産

協会も一緒にさせていただきます」ということで、

今、申し入れをしたところでございます。 

 まだ道半ばでございます。 

○委員（谷津由尚）ありがとうございます。 

 甑島には、誘客宣伝の意味で、本当にこれまで

も多額の予算を投資してやっているわけです。 

 観光物産協会とどう絡めて－今から先を、平

成２４年度の動きを見た上で、その観光物産協会、

現在もその観光物産協会あるわけですから、どう

それを戦略的に絡めていくのかというのが、ちょ

っと今見えてないんですけれども、もしそれを説

明できたらお願いします。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）今

後、誘客については、観光・シティセールス課か

ら観光物産協会に業務がシフトしていくんですが、

具体的には、１０月から旅行会社に対して、本土

もそうなんですけれども、甑島でのお客様の受け

入れの一つのユニットの商品を観光物産協会でつ

くります。 

 旅行会社に対しては、例えば、川内駅に着いて

から、川内港に行って、甑に行って、宿泊をして、

体験をして、昼食をとって、また体験をして、泊

まってというような一つの商品をつくりまして、

それを旅行会社におろすような作業をします。い

わゆるユニット商品の販売ということで、私ども

としては、来年の高速船の就航に合わせて、そう

いったものが、ツアーがこれまで以上に受け入れ

られるようにというようなことと、旅行会社だけ

じゃなくて、個人旅行も当然引っ張り込まないと

いけないので、そういうサービスの面でいうと、

里と長浜の待合所に観光協会の案内所がちゃんと

できるようにという、いつ来られても、ちゃんと

案内ができる体制ということで、待合所の改造と

いいますか、増築を予定していますので、団体旅

行で、ある程度、知名度を高めて、個人旅行の受

け入れを本格的にするということを、ハード的な

ことも含めて考えてます。 

 ただ、一番肝心なのは、受け入れるホテル・旅

館の方々の意識の改革というのがまだ行き届いて

ませんので、先ほど言いましたプロモーション事

業と絡めて、そういった意見交換というか、ちょ

っと盛り上げ方というのを今年度の後半戦に、来

年度の新船就航に合わせて、恥ずかしくないよう

にということで今考えているところです。 

○委員（谷津由尚）今おっしゃった、まさにそ

こが私が危惧しているところなんです、心配した

ところなんです。 

 甑島の旅館のおもてなしというか、その辺の環

境というのを、そこのよしあしで、結局はリピー

ターが今後どうなるかというのが全部決まるとい

っても過言ではありませんので。その辺の教育と

いうか、おもてなしの方法あるいはその手法、や

り方、進め方、考え方の、その辺の教育、研修

等々を、高速船が通るというのは一つの大きなき

っかけになりますので、ぜひそれまでのうちに、

今やれること、平成２４年にやられたこの誘客事

業、このモニターで出てきたいろいろなデータと

いうのがありますね。こうあってほしい、意見、

要望がありますね。それを全部つぶさにやはり甑
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島の旅館等の経営者の方々にきちんと伝えて、そ

れを認識していただいて、改善するというところ

をぜひ、機能的に観光物産協会もそこに入られる

と思いますので、ぜひ入っていただいて、当局と

観光物産協会と当事者と、三位一体で、ぜひそこ

を、改善を徹底的に進めていっていただきたいと

思います。 

○委員長（佃 昌樹）要望です。 

○委員（川畑善照）今、きゃんぱくが第２段階

ですか、続いているわけですけれども、過去から

参加されてる業者もですけれども、今度は、それ

に、何かに参加された方のリピーター的なものが

あるのか。 

 それと、いつまでこのきゃんぱくの冊子をずっ

と続けられるのか。経費に対する効果、さらには、

いろいろな意見があると思うんです、参加者にお

いて。新しいのだけじゃなくて、何回も同じとこ

ろ、同じのが出たりしてるんですが、そこの、効

果があったから参加されてるのか、そういうとこ

ろをちょっと教えてください。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）き

ゃんぱくにつきましては、この１０月から８回目

が始まります。同じ時期に始まったカモコレとい

うのが、けさ、新聞にちょうど出てたと思うんで

すけれども、ガイドブックのスタイルは、今回ま

では同じようにさせていただきました。今後、実

は、チラシ型にして、持ち歩きがしやすいように

とか、そういったことも試行錯誤したいと考えて

おります。 

 今、一回当たり４０万円ぐらいの広告をとって

運営、市の補助金も入れて、委託料も入れてやっ

ているんですけれども、できるだけ税金を使わな

いような形で移行できればということで、今作戦

を練っているところでございます。 

 きゃんぱく自体の評価といたしましては、鹿児

島市内でのきゃんぱくという言葉を知っていただ

くというのは、徐々にですけれども、やっと理解

が広がっているというふうにはなっているところ

なんですが、中身についてはまだまだ浸透してい

ないところがあります。 

 ですので、手を挙げて、やりたいんだというと

ころはどんどんしてもらうようなスタイルを、今、

しているんですが、続けてされているところは、

それなりに効果があるというふうに我々としては

理解してます。 

 幾つかパターンがありまして、「経費的に何と

か賄ってるよ」というのも当然あるんですが、経

費が全部ペイできなくても、自分たちの活動を知

らしめるという意味できゃんぱくを使ってらっし

ゃるというところもあります。 

 あと、地域振興型といいまして、コミュニティ

の方々とか自治会がされている場合もありますの

で、私ども、指宿とか霧島にないものを、差別感

というところもあって、そういう手づくり感のあ

るのはどんどん応援できればというふうに今考え

ているところです。 

 ８回目なんですけれども、年に二、三回ずつは、

やってますが、まだまだ大ヒット商品というとこ

ろまではいってませんけれども、地道にやってい

く必要があるんじゃないかと考えています。 

○委員（川畑善照）御当地グルメも１２１ペー

ジに載ってますけれども。これも継続は、されて

るかもしれんですけれども、どこまで伸びてるの

か、年々伸びてるのか、また、新しいキビナゴ

ラーメン等も、まだことしですか、今出始めまし

たけれども、新たにつくっていかれるのはいいん

ですが、やはりその統計をとって、やっぱりある

程度絞っていかなけりゃならないということと、

この観光物産協会の物産の関係との、例えば、友

の会から今発足して、取引業者となるわけですけ

れども、そういうところとの、例えば、グルメを

扱ってるこの飲食店あるいは旅館関係、ホテル関

係ですが、そういうところのマッチングのための、

納入業者を加えた、そういう会合というのは開い

たことがあられるんですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）す

いません、先ほどの御質問の中で、リピーター率

のちょっと説明が抜けておりましたが、リピー

ターの数字は把握できてないんですが、年間、

１万人参加されますが、きゃんぱくのガイドブッ

クができたたびに、参加された方にはガイドブッ

クを送らせていただいてます。 

 その方々がリピーターあるいは口コミで拡販す

るということで大変重宝してるんですが、今、夏

旅のアンケート結果を集計しているところです。

何回目ですかとか、そういうのも、今後、把握し

ていきたいと思ってます。 

 それから、御当地グルメにつきましてですが、

関係事業者とのマッチングについてはこれからで

ございます。事業者間の勉強会は、例えば、チー
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ムキビナゴ会議、チーム黒豚会議というような感

じで、メニューで別に今やっているところでござ

います。 

 そのそれぞれの御当地グルメにつきましては、

月ごとに販売食数の調査をしておりまして、お店

間の競争心もあおりながら、あるいは今後のプロ

モーション展開のあり方の議論とかいうのも、皆

さんで一緒に考えていこうというふうに、今、仕

掛けているところでございます。 

 当然、観光物産協会が中心になっていきますの

で、その辺の経費をどうしようかということであ

るんですが。基本的には、キビナゴラーメンをモ

デルに、今してますけれども、そういうやり方で

いこうと思ってますが、キビナゴラーメンの場合

は、ペースト、それから麺については観光物産協

会通しで卸させていただいてます。インスタント

ラーメンも同様にやりますので、そういったもの

で経費を今後つくっていって、グルメが広がれば

と思っております。 

 御指摘のあったとおり、食数で伸びないやつは、

今後は淘汰していかざるを得ないということで、

いろいろな提案をしながら、定着をどれぐらいか

けてみればいいかとか、あるいはキビナゴラーメ

ンみたいに、２、３段階にわかれて、ちょっとず

つ、次はトッピングを上に乗せた料金にしようか

とか、そういったのを皆さんで試行錯誤しながら

やっていければと。もうとにかく、事業者さんの

頑張りが一番のこのお客様に訴求する部分だと思

っておりますので、そのような展開で今考えてい

るところです。 

 以上です。 

○委員（川畑善照）今言われましたけれども、

やはりリピーターの結果をよく調べてみるという

ことは大事なことかと思いますので、自然にそれ

が集約されていって、伸びる商品と伸びない商品

出てくるかと思いますが。やはりマッチングとい

うか－旅館のお客様に、外来のお客様に知って

いただくための、もちろん、旅館さんにおいては

この中の一部を取り入れていらっしゃるところも

あるわけですけれども、それ以外に、例えば、い

ろいろなお茶とかお菓子とか、あるいはいろいろ

な食品がありますよね、漬物とか。そういうとこ

ろも、地元の特産品としてするためには、これだ

けに限って、ここに載っている新しく開発した商

品だけに限っていくんじゃなくて、そういうマッ

チングも必要じゃないかと思います。 

 だから、観光物産協会が一つにまとまって会社

になったのはいいんですけれども、どうもそこに

不足する面がいろいろ見えますので、そこを生か

していく。過去における漬物やらお茶やらいろい

ろなのがあるわけですので、そういうところは、

マッチングするような受け入れ体制の旅館ホテル

業界とか飲食店とか、そういう会合というのが今

後開かれるべきじゃないかなと。そうすることに

よって、やはり対外的にＰＲが行き届いていくん

じゃないかなと思いますが、その点についてはど

うお考えですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）ホ

テル旅館組合、料飲業組合でのそういう意見交換

は、もういつでもできる状態であるんですが、

我々が、今、一番気にしてるのは、お客様の評価

と、これまで何でそれができなかったかというの

を、今、極端に言いますと、現状を調べさせてい

ただいているという状況です。 

 例えば、今のビジネスホテルについては、着い

てみて、お菓子がおいてあるところと、ないとこ

ろがあったりします。あと、地元の一部の事業者

さんには個別に話をさせていただいているんです

けれども、やはり単価の問題で、どうしても鹿児

島市内でつくったような大量生産のお菓子のほう

が安いんじゃないかとか、あとは、ホテル側も、

それを、じゃあ、協力するよというような体制も

必要ですので、意見交換の場はいつでもできる状

況なんですが、その材料を今用意させていただい

ているところであります。 

 観光物産協会を中心に呼びかけをして、関係者

の意見交換というのは下期のほうでまた考えてみ

たいと思います。 

 ありがとうございます。 

○委員（川畑善照）やはり地域の人たちが地域

を知って、その上で、各業界がマッチングすると

ころの場所というか、土俵というか、そういうの

をつくっていく役割をこの観光物産協会は果たす

べきじゃないかなと、私はそう見るもんですから、

どうしても、観光物産協会の動きがまだまだ今始

まったばっかりで、つかめませんけれども、ぜひ

マッチング協議会みたいなのを立ち上げてやられ

たほうがいいんじゃないかと、一つ意見として申

し上げておきます。 

○委員長（佃 昌樹）意見です。 
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 ほかにございませんか。 

○委員（森永靖子）女性の職員が、あるいはこ

ういう観光職に興味のあるというか、そういう職

員の方が何名いらっしゃいますか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）今

の御質問の趣旨で言うと、我々がかかわっている

職員ということでよろしいんですか。 

 例えば、きゃんぱくの表紙を見てもらうために

は、観光・シティセールス課と観光物産協会だけ

ではなくて、有志といいますか、１５名ほどの職

員の方に声かけをして、全員じゃないんですけれ

ども、チラシを見てもらったりとか、あるいはグ

ルメの試食会に参加していただいて、試食をして

感想するというような職員は、１０数名は、ネッ

トワークはございます。 

○委員（森永靖子）連携してというのではなく

て、シティセールス課に何人おられますか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）職

員は１名でございます。 

○委員（森永靖子）これまで、やはり食につい

てやっておられるわけですから、グルメとかス

イーツとか、ほかのところと連携をとったり、ほ

かのところと一緒にというのではなくて、まず、

自分のところのシティセールス課で物事をという

ときに、やはりそこの課でいろいろ検討されたり

するのには、やはりもっと女性の目で、女性の視

点でというところから、もっと女性の職員が必要

かなというふうに感じるんですが、今後、そのよ

うな考えはありませんか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）す

いません、職員の定数といいますか、女性の割合

については、我々のほうでどうこうという権限が

ないのでできないんですが。ただ、気をつけてい

るのは、観光物産協会は女性の職員が多くて、そ

の意見を聞くということと、それぞれ家庭があり

まして、奥さんの意見とか、あるいは同僚職員の

女性の職員の意見を聞くというのは努めてやりた

いと思ってまして、観光物産協会だけで何らかの

判断をしてやるというのは、まず、現在のところ

ではあり得ませんといいますか、とにかく、一番

気にしてるのはお客様の声ということで、そうい

うのに一番気をつけている状況ではあります。 

○委員長（佃 昌樹）シティセールス課を含め

て、物産協会、全部、女性の視点がぱっと、こう

注入できる、そういったシステムというのはある

の、ないの。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）あ

ります。 

○委員長（佃 昌樹）例えば、どういったとこ

ろ。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）先

ほど言いました、印刷物のポスターあるいはグル

メの試食、味つけ、そういったものでは意見を聞

きながらといいますか、最終判断する前に、必ず

意見を聞いてます。 

 あと、キビナゴもそうですし、河童のカレーう

どんとか幾つかありますけれども、それも動向調

査ということで、極力、意見を聞くようにしてお

ります。 

○委員（森永靖子）今回、キビナゴラーメンに

も参加させていただいて、個人的にだったんです

が、少しいろいろな形で、やはりここでは、実際、

食に関心のある女性の方がその担当のところにお

られてというのを少し感じたものですから。連携

をとりながらというのは大事なことでしょうけれ

ども、シティセールス課という課で動かれるとき

には、やはり必要かなと感じましたし、自分たち

でできないということであっても、必要性を感じ

られるのであれば、採用のときにそういう形をと

っていただくのも、どうなのかな、偏り過ぎてな

いかなというふうに感じたところでした。 

○委員長（佃 昌樹）意見でございます。 

○委員（川畑善照）１２３ページの、地域おこ

し協力隊の事業ですが、これは、委託先はマイン

ドシェアという会社なんですが、ここに対する委

託額で、隊員の人たちがＩターンで都会からこち

らに入ってらっしゃいますよね。この採用期限と

いうのか、そして、新たにかわっていくのか、同

じ人がずっと－確かに、こちらに住みついてい

ただければありがたいんですけれども、ただ、同

じ人だけでずっと、いっていいのかなと。いろい

ろな声を集約するという意味でも、新たにどんど

んかえていくのか、この地域協力隊の実績と、そ

れから、効果と、今後の採用の問題。 

 そして、採用は、もちろんこの委託料の中に入

ってなくて、別だと思いますが、それなどを含め

て金額が本当は示してほしいんですけれども。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）こ

の９４万４，０００円につきましては、昨年度、

今年度から入れる市比野、入来、それから、甑
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２地区、それから、向田、ここでどういう展開が

できるかという事前調査の委託をさせていただい

たところです。 

 また、一部は、東京から声をかけるということ

で、メールマガジンでちょっと募集をかけていた

だいたりというような経費でございました。 

 今、御指摘の部分の、地域おこし協力隊員は今

後かえないのかということにつきましては、身分

は市の嘱託職員で、１年更新で最長３年間という

形をとらせていただいておりますので、１年ごと

に評価はしていくんですが、基本的に、今入って

いるところの活動を見ておけば、やっぱり地元の

方との信頼関係を築くのに半年とか１年かかりま

すし、何か事を起こそうということについては、

もっと腰を据えてやらないと、逆に３年は短いん

じゃないかと言われるぐらいの形です。 

 第１期は、実は、ぽっちゃん計画ということで

甑にしましたが、甑は２年間で一応切りかえだっ

たんですけれども、地元から、もうやめさせない

でくれ、事業を継続してくれという声が非常にた

くさんありました。 

 そういったこともありますので、ただ、どんど

んかえようということではなくて、あくまで、本

人の将来のこともございますので、最長３年の中

で活躍していただければというふうに考えておる

ところです。 

 ちなみに、現在、１０名の定数に対して、入来

でまだ一人余裕があります。それから、向田で二

人、まだ入ってないんですけれども、応募は

４０人ぐらいある中で、今、人選をまだ引き続き

やっているところです。いい人を、とにかく腰を

据えてできる人ということで、今、選んでいる最

中でございます。 

 以上です。 

○委員（川畑善照）成功例があるわけですので、

これを継続していかれて、また、いろいろ地域と

のコミュニケーションがとれて、だんだんよくな

っていかれると思いますが、やはり継続しなけれ

ば、外から入ってこられて、Ｉターンですので、

そしていろいろな意見を言う。 

 ただ、こちらの中に余りにも溶け込んでしまっ

たら、もう意見が少なくなるようだったら意味が

ないかなと思って、ぜひ継続しながら、やっぱり

ある程度は交替していくほうがいいんじゃないか

なと思うんですが。 

 それについてどうお考えですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）私

のほうで、各隊員を採用するときに意見交換させ

てもらってます。本人の人生の問題であるとか、

本人の人生の中でここをどう位置づけるかという

ことから入るんですけれども、一番の理想は、

３年の任期を終えた後に、地元の事業者に就職し

たり、こちらで起業していただくというのが一番

理想だと思っておりますので、その間、地元に密

着して、外の視点を忘れずに、それだけ、本人に

価値があるように、だから、ですので、商品開発

とかそういった実績をどんどん積んでいただける

ようにというようなことでこちらはいろいろ仕掛

けていきたいと心がけているところでございます。 

○委員（帯田裕達）２、３教えてください。 

 まず、イベントコンベンションの誘致で、

１５団体とありますが、この１５団体を教えても

らいたいのと、例えば、その１５団体の業種がこ

のコンベンションでどのような施策をされたのか、

客に対して、来られた方に。そして、また、その

業種の方々の意見とか成果とか、そういうのがわ

かってたら教えていただきたいというのと、先ほ

ど、谷津委員からもありましたけれども、観光と

いうのはやはり非常に窓口が広くて、食べること、

見ること、それから、最近は、体験とかいろいろ

ありますけれども、やはりせっかく観光の物産と

一緒になって、今、協会が株式会社でできたんだ

けど、何か、観光と物産が別になってるようなま

だイメージが強いんですが、まだ１年もならない

から、まだそこまで要望は難しいんでしょうけれ

ども。 

 例えば、先ほど、課長は、ラーメンの部門とか、

食のほうでもそれぞれのチームでそういう支援を

しているということでしたが。やはり、例えば、

観光物産協会ができたわけですから、タクシー業

界なり、観光に携わる人、それから、食べるに携

わる人とか、やはり１回そういうような全体的な

会議とか、そういったことをしないと受け入れも

なかなか難しい。例えば、旅館組合にしても、合

宿に力を入れるところもあれば、観光で来てくだ

さる方に力を入れる、それから九電に１００％頼

ってるところもあるわけです、旅館組合の中にも。 

 そしてまた、新しくできたホテルの方々も、組

合に入っていらっしゃらないところもあったりす

るわけです。 
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 だから、その辺を統一するのに、先ほどやった

ように、意見を聞きたいということでしたので、

ぜひやっぱりその旅館組合、料飲業もそうでしょ

うけれども、ほかの業種も一体となった、例えば、

観光に係る５０人委員会でもつくって、それぐら

いしないと、直接、ここはこう、ここはこう、こ

こはこうと言ったって、統一した受け入れの体制

ができないと思うんです。 

 その辺の考え方はどうでしょうか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）イ

ベントコンベンションの１５社については、担当

のほうから後で答えさせます。 

 まず、イベントコンベンションを受け入れて、

現実的にどうしたのかということなんですが、私

どもは、そのとき、一番最初力を入れたのは、こ

ちらで大会がある方が鹿児島市内で泊まられる方

とか結構いらっしゃって、それを、とにかく、薩

摩川内に泊めてくれと、そういうのが可能であれ

ばということで補助金を出しておりますので、一

回、案内は終わったんですけれども、それを再度

また調整してもらえませんかというようなところ

から始めてます。 

 課題が、イベントコンベンションにつきまして

は、もう皆さん、今、委員御指摘のとおりなんで

す。 

 具体的に、今からどうしたいかといいますと、

イベントのこれをやるよという申し入れがあった

時点で、補助金の申請があった時点で、宿泊、そ

れから、夜の飲食、それから、移動手段、これを

一つの窓口で全部準備ができるというか、それが

観光物産協会なんですけれども、そういった体制

がまだ十分にできてません。それを早急にやりた

いと思っております。 

 入来の伝建の総会でも一部やったんですが、お

土産のセット、５００円、１，０００円、

１，５００円の商品とか、ちゃんとカタログをつ

くって、主催者の方と話ができるようにしたいと

いうふうに今考えているところです。 

 イベントコンベンションは以上なんですが、関

係事業者、タクシーの関係、それから、ホテル・

旅館も含めての意見交換については、先ほど、川

畑委員のほうからも御指摘あったんですが、今、

その準備をしてまして、ただ、やる際はテーマを

持ってやりたいと思っております。 

 例えば、今ありましたように、イベントコンベ

ンションを受け入れる際にはこうこうだと、今、

考えてるんだけれども、皆様方でできること、あ

るいは行政がやるべきことだというものの意見交

換ということで、受け入れるパターンによってや

っぱりしないと、総合的にすると、先ほどありま

したように、事業者の希望にもよりますし、体質

といいますか、性格にもよります、ホテル、民宿。

そこら辺、ちゃんとテーマ別に分けてできればと

思ってまして、それが一通りできれば、その代表

者に、いわゆる振り返りといいますか、今後の方

向性といったような形で、順序立ててできればと

いうふうに今考えているところです。 

○主幹（有馬眞二郎）イベントコンベンション

の主なものですけれども、Ｆ３Ａ日本選手権、こ

れは、ラジコン・模型飛行機技能大会であります

とか、甑島アクアスロン大会、全日本着物装いコ

ンテストとか、市比野温泉よさこい祭り、そのほ

か、各種スポーツ大会等にコンベンションの補助

を行っております。 

 以上です。 

○委員（帯田裕達）造成事業でちょっと質問さ

せてください。 

 例えば、これ、旅行社にお金が入るわけですよ

ね、団体誘致で。これは個人客には、もう全然関

係ないということですね。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）今

の制度では、旅行会社に対する補助金とさせてい

ただいてます。 

○委員（帯田裕達）中には、例えば、２０～

３０人の団体の宿泊を送って、旅行業者の方が、

その中で、旅行業者が払うから焼酎を一本つけて

くれとか、そういう団体もあったそうです。旅行

業者が配慮をして、せっかくこういう薩摩川内か

ら助成をもらってるから、焼酎一本サービスで出

してくれというような旅行社もあったそうです。 

 そ れ に し て も 、 例 え ば 、 こ こ に 助 成 額

１，３００万円ぐらい出してるわけです。そして

また、来られた方が１，５３９人、これは、一人

８，０００円ぐらいなんですよね、誘致するのに、

連れてくるのに。これ、もう非常においしい事業

なんですけれども、これ、いつまでなさるんです。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）非

常に難しい判断をしないといけないと思ってるん

ですが、私どもとしては、受け入れ人数が今の倍

になっても、今ぐらいの予算でできるように、今、
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旅行先としてのブランドを、お金でつくってるよ

うな状態ですので、今の予算を、今以内に抑えな

がら、お客様が２倍、３倍になるというやり方を

来年度からやっていこうというふうに考えており

ます。 

 いつまでやるかというところについては、まだ

議論の途中でございます。 

○委員（帯田裕達）非常においしい事業なんで

すけれども、今言ったように、これずっとやるわ

け に い か な い で し ょ う か ら 。 宿 泊 者 も

２，０００人近いんですけれども、仮に、宿泊代

が１万円としたら、８，０００円はもうほとんど

こ っ ち が 出 し て 、 税 金 を 使 っ て 出 し て 、

２，０００円で泊まっているような状態ですよね、

お金だけを言うと。 

 でも、そうじゃなくて、もうちょっと個人に何

かできないものかと。例えば、甑島で鹿の子百合

を入れたハンカチとか、何かああいうのをつくっ

ていらっしゃるけれども、個人で来てくださった

方に何かそういうＰＲが、リピーターとして来て

もらうような事業はできないのか、その辺はどう

でしょうか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）旅

行商品造成事業の制度は２２年からでしたか、つ

くるときに議論があったんですけれども、一番は、

旅行会社が商品をつくらないとお客さんが来ない

というのが現実で、個人向けの、個人のお客様に

特典があっても、旅行会社が企画しないと何も始

まらないというところが、うちの体質といいます

か、観光地でないところが観光地として名前を上

げるときに、まず、旅行エージェントの認知度を

上げないといけないというところから始まってま

すので、エージェントへの補助金でさせていただ

いています。 

 これが、旅行エージェントが送るお客様よりも

個人客がふえてくれば、そういうやり方も有効だ

と思うんですが、いずれにしても、この補助金で

お客さんを呼び込むというのは限界があると思っ

ておりますので、今、２６年度までのブランド観

光シティセールスの推進計画がございますけれど

も、次の段階でできるかどうかというのは、ちょ

っと今の段階ではまだ検討中であるということと、

お客様に喜ばれるというものが、お金以外で何が

あるかというのは、商品開発も含めて、今まだ検

討させていただいているところでございます。 

 個人還元はちょっと厳しい状況です。 

○委員（帯田裕達）確認です。 

 この事業は、旅館・ホテルが申請してできるん

ですよね。例えば、旅行会社が申請、もう両方で

すか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）イ

ベントコンベンション事業は事業の主体者になり

ます。 

 今お話しされている旅行商品造成事業は、旅行

会社が申請して、旅行会社に支給するものです。 

○委員長（佃 昌樹）委員の方、ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、観光・シティセールス課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

 それでは、以上で、議案第１１９号の決算の認

定について、平成２４年度薩摩川内市一般会計歳

入歳出決算のうち、本委員会付託分について質疑

は全て終了いたしましたので、これより、討論、

採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）討論はないと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと認めること

に決定をいたしました。 

────────────── 

   △委員会報告書の取扱い 

○委員長（佃 昌樹）以上で、日程の全てを終

わりましたが、委員会報告書の取りまとめについ

ては委員長に御一任いただくことに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）御異議ないと認めます。 

 よって、そのように取り扱いをいたします。 

────────────── 

   △閉会中の継続調査及び委員派遣 

○委員長（佃 昌樹）それでは、閉会中の継続
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調査についてお諮りします。 

 お手元に配付のとおり、閉会中の継続調査を議

長に申し出ることとし、閉会中に委員派遣を行う

場合は、その手続を委員長に御一任いただきたい

と思いますが、そのように取り扱うことに御異議

ありませんか。（資料は巻末に添付） 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）御異議ないと認めます。 

 よって、そのように取り扱います。 

────────────── 

   △閉  会 

○委員長（佃 昌樹）以上で、企画経済委員会

を閉会します。 

 本日は、大変御苦労さまでした。 



 



 

 

 

【巻末資料】 

 

 

閉会中の継続調査 
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閉会中の継続調査について 

企画経済委員会 

（調査事項） 

 １ 企画・情報政策について 

 ２ 行政改革について 

 ３ 地区コミュニティについて 

 ４ 男女共同参画について 

 ５ 広聴・広報政策について 

 ６ 商工業振興について 

 ７ 甑島航路・交通運輸について 

 ８ 企業・港湾振興について 

 ９ シティセールス・観光政策について 

 10 農業・畜産振興について 

 11 林務・水産振興について 

 12 農業・農村基盤整備について 

 13 地域振興施策について 
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